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国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理者候補者の選定結果の公表について 

 

国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下手続条例）第４条の規

定により、国分寺市立第四日吉町学童保育所の指定管理者の候補者を選定いたしました。 

選考につきましては、指定管理者候補者選定委員会を設置し、選定いたしました。 

なお、指定管理者の決定は、国分寺市議会における議決後となります。 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

  国分寺市立第四日吉町学童保育所 

 

２ 指定管理者候補者 

株式会社明日葉 

 

３ 予定指定期間  

  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日（３年間） 

 

４ 選定理由 

  国分寺市立第四日吉町学童保育所の指定管理者候補者選定にあたっては、手続条例第

２条により候補者の募集を行いました。 

指定管理者候補者選定委員会において、応募団体の概要、基本方針等、審査基準に基づ

いて総合的に評価を行い、その結果、市の定める指定管理者選定評価基準における評価点

の総合得点が選定基準に達したことから、上記団体を指定管理者候補者として選定いたし

ました。 

指定管理者候補者選定委員会の選定結果及び指定管理者の評価基準票は別紙のとおりで

す。 

 

５ 今後の予定 

（１）指定管理者の指定に関する議決予定：令和７年 12月 

 （２）指定管理者による管理開始予定：令和８年４月１日 

 

６ 問合せ 

国分寺市役所 子ども家庭部子ども子育て支援課児童館・学童保育係 

〒185-8501 東京都国分寺市泉町２－２－18 

電話 042-312-8650 

Ｅ-mail koshien@city.kokubunji.tokyo.jp 
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国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理者募集要項 
 
国分寺市では、経費削減等を図るとともに、住民サービスの向上を図ることを目的として、国分寺市立

第四日吉町学童保育所を令和８年４月から開所することとし、その管理に指定管理者制度を導入する
ことといたしました。指定管理業務を希望される法人その他の団体（以下「団体」という。）を下記のとおり
募集しますので、本要項に基づき申請してください。なお、申請に当たっては、必ず、「指定管理者制度の
運用指針」（市ホームページに掲載）をよくお読みください。 

 
１．対象施設の名称、所在地、設置目的、規模等その他施設に係わる概要 

(1) 施設の名称、所在地 
施設の名称 ：国分寺市立第四日吉町学童保育所 
施設の所在地：国分寺市日吉町三丁目29番地24  

(2)国分寺市立第四日吉町学童保育所の設置目的 
学童保育所は、児童福祉法第21条の10の規定に基づき、保護者が労働等により監護できない

児童に対し、健全な育成を図るための施設です。国分寺市立学童保育所条例（平成10年条例
第34号。以下「学童保育所条例」という。）の規定により、設置されています。 

(3) 規模等その他施設に関わる概要 
別紙国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）を

参照。 
(4) 指定管理費 

指定期間中に市が負担する額の上限額は、下記のとおりとします。応募の際は、この上限額以内
で収支計算書における指定管理費を設定してください。 
令和８年度から３年分総額の上限額  94,920,000円（消費税及び地方消費税は非課税）  
※指定管理費は仕様書を参照の上、積算してください。 

 
２．指定管理者が管理する業務の範囲 

指定管理者は、本施設の運営及び維持管理に係る次の業務を実施します。具体的な内容は仕様書
を参照してください。 
(1) 業務の範囲 
① 学童保育所条例第３条に規定する児童の健全な育成を図る事業の実施に関する業務に関する

こと。 
② 本施設の使用に伴う使用者へのサービスの提供に関すること。 
③ 本施設、設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。       
④ 本施設の簡易修繕に関する業務に関すること。 
⑤ 本施設の管理運営に関して、市長が必要と認めること。 

(2) 業務に係る条件 
① 学童保育所の開所日・保育時間 

 【開所日】 月曜日から土曜日まで（国民の祝日、12月29日から翌年１月３日までを除く） 
 【保育時間】   
    [月曜日から金曜日まで] 小学校の児童の下校時から午後７時まで 

[土曜日、学校休業日]   午前８時から午後７時まで 
※ただし、市又は指定管理者が必要と認めるときは、市と指定管理者の協議により変更することができる。 

 
３．自主事業の提案 

(1) 「自主事業」とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し、行う事業です。市民サー
ビスの向上に効果的で、かつ効率的な「自主事業」の提案をしていただきます。なお、事業にかかる経費
については、原則として指定管理者の自己財源（講座等の参加者負担金などを含む。）で賄うものと
します。 

(2) 自主事業の提案は、提出書類の事業計画及び企画提案書により提案してください。また、自主事
業収支計算書（書式任意）を提出してください。 

(3) 提案された自主事業等の内容や実施については、基本的には全て実施することを前提として提案し
ていただきますが、指定期間開始前の市と協議において行わない、又は内容を一部修正する等で決定
します。 

 
４．利用料金制に関する事項 

本施設では、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第８項の「利用料金制」は採用
しません。 
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５．指定期間 
    令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間とします。 
 
６．応募資格 

(1) 当施設の管理運営を、安全かつ円滑に行える団体。 
(2) 団体又は代表者が、次の事項に該当しないこと。 
① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札の参加者の資
格）の規定に該当するもの。 

② 申請期間において、国分寺市から指名停止措置を受けているもの。 
③ 法人の場合は、最新の営業年度の法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民
税を滞納しているもの。法人以外の団体の場合は、代表者の最新の所得税、個人住民税、個人
事業税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの。（申請者の所在地が東京都特別区にある
場合は、法人市民税は法人都民税、市民税は特別区民税となります。） 

④ 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等により
更生又は再生手続を開始している法人。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に掲げる
暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条に掲げる暴力団員等
及びそれらの利益となる活動を行う団体。 

⑥ 国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第31号）第
３条第２項から第４項までに規定するもの。 

(3) 当施設に、別紙仕様書の範囲で、資格を有する人員を配置できること。 
(4) 当施設に、防火管理者の資格を有する人員が配置できること。又は令和８年４月１日までに配置
が可能な団体であること。 

 
７．申請手続 

(1) 募集要項の配布 
① 配布日時：令和７年７月15日（火）から令和７年７月28日（月）まで 

午前８時30分から正午、午後１時から午後５時まで 
※ただし、土・日曜日・祝日を除く。 

② 配布場所：国分寺市役所２階子ども子育て支援課 
※国分寺市ホームページからもダウンロードできます 

(2) 提出書類 
「別紙 提出書類一覧表」を参照 

(3) 現場説明会 
① 日 時：令和７年７月31日（木）午前10時から 
② 場 所：国分寺市役所２階201会議室（国分寺市泉町２－２－18） 
③ 注意事項：１団体２名まで。原則参加いただくことを前提とします。 

参加できない場合は、７月23日（水）までに電話、ＦＡＸ又はＥメールで担当課までご連絡く
ださい。 

(4) 質疑及び回答 
質問は、下記受付期間内に文書により行うこととします。持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールいずれの

方法でも受け付けます。回答は、質問をした団体に、ＦＡＸ又はＥメールで送付します。また、寄せ
られた質問をとりまとめ、国分寺市ホームページに随時回答を掲載します。 
質問受付期間   令和７年７月15日（火）から令和７年８月４日（月）まで 

(5) 申請書等の提出  
① 提出期間：令和７年８月12日（火）から令和７年８月22日（金）まで 

午前８時30分から正午、午後１時から午後５時まで 
※ただし、土・日曜日を除く 

② 提 出 先：国分寺市役所 ２階子ども子育て支援課 
必要書類を整えて、上記窓口まで持参してください。郵送等の提出や提出期限を過ぎた場合は

受け付けません。（提出いただいた書類については、返却いたしませんのであらかじめご了承くださ
い。） 
また、市が必要と認める場合は、市が追加の資料提出を求める場合もございます。 
原則として、一度提出し受け付けたものの訂正や差替え等はできませんので、注意の上、作成処

理をお願いします。 
※申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

(6) 申請書類・審査に関する情報公開等 
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提出された書類等は、指定管理者制度の運用指針に記載のとおり、国分寺市情報公開条例
（平成11年条例第33号）の規定に基づく情報公開対象文書、市ホームページ及びオープナーに
おける公表文書並びに市議会の委員会審査における提出資料となります。 

 
８．指定管理者候補者の選定等 

(1) 資格審査 
次に該当する申請は、資格がないものとします。 

① 資格要件を欠くもの、又は提出書類に不備があるもの。 
② 提出書類に虚偽の記載があったもの。 
③ その他選定に係る不正行為があったもの。 

(2) 選定委員会による審議 
市が設置する指定管理者候補者選定委員会で下記の事項について評価基準に基づき評価を

行います。選定の際の評価の基準としては、次のとおりとします。 
① 団体の理念・姿勢 
② 団体の安定性 
③ 団体の継続性 
④ 団体運営の透明性・公平性 
⑤ 団体運営における法令等の遵守状況 
⑥ 運営実績 

◎⑦ 効率・効果的運営への取組状況 
◎⑧ 受託への熱意・意欲 
⑨ 事業運営の独創性 

◎⑩ 施設管理の安全性への配慮 
◎⑪ 利用者への対応状況（接遇・苦情対応） 
⑫ 社員等の育成状況 
⑬ 個人情報保護対策状況 
⑭ 自主事業などの提案 
⑮ 障害者の雇用状況 
⑯ 高齢者の雇用状況 
⑰ 管理運営に必要な提案金額 
⑱ 環境への配慮 
⑲ 地域雇用の状況（現状及びこれからの計画） 
⑳ 災害時の対応 

◎㉑ 学校及び地域等との連携による児童の育成支援への取組について 
◎㉒ 配慮を要する児童への対応について 

 
(3)プレゼンテーション 

２次審査として、プレゼンテーションを実施します。プレゼンテーションは、書類審査による１次審査
で７割以上の評価を得た応募者を対象に非公開で実施します。 
なお、プレゼンテーションにおいては、(2)の①～㉒の事項のうち「◎」の表示がある事項についてプレ

ゼンテーションを行っていただきます。  
(4) 選定結果の通知 

選定結果は、申請者に書面で通知します。審査内容、選定理由についての問合せには、お答え
できません。 

 
９．選定後の手続等 

(1) 仮協定書の締結 
指定管理者の候補者を決定後、速やかに仮の協定書を締結します。 

(2) 市議会の議決 
指定管理者の候補者を選定後、指定に係る議案を市議会に提出し、市議会の議決を得ます。

ただし、議決を得るまでの間に、指定管理者の候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当
と認められる事情が生じたときには、指定管理者の候補者の選定を取り消すことがあります。 
なお、議決を得ることができなかった場合において指定管理者の候補者が支出した費用等について

は、補償しないことをご了承ください。 
(3) 本協定の締結 

指定管理者の指定及び本協定締結は、議会の議決後に行います。 
(4) 指定管理業務の準備 
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指定管理者は、指定の日に円滑に業務を開始するため、指定の日前に必要な準備を開始してい
ただきます。 

 
10．仮協定書、本協定書で締結する事項 

(1) 市の条例・方針等の遵守に関する事項 
(2) 指定期間に関する事項 
(3) 事業及び管理業務の実施内容に関する事項 
(4) 施設の安全対策に関する事項 
(5) 災害等の緊急時の対応に関する事項 
(6) 苦情対応に関する事項 
(7) 事業計画及び事業報告に関する事項 
(8) 業務実施状況等の確認に関する事項 
(9) モニタリング・評価に関する事項（利用者アンケート調査実施及び事業実施状況自己評価） 

  (10)指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項 
(11)事故等に係る損害賠償請求に関する事項 

・指定管理者と利用者との間に生じた損害賠償に関する事項 
・指定管理者と市との間に生じた損害賠償に関する事項 
・期間の途中で相手から解約の申し出があった場合の損害賠償に関する事項 

(12)指定の取消しや指定期間満了により指定管理者が変更になる場合に従来の指定管理者に対して、
新指定管理者に管理運営に必要な事項等について引継ぎを行う義務を課すための事項 

(13)原状回復に関する事項 
(14)指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 
(15)権利・義務の譲渡の禁止等に関する事項 
(16)個人情報の保護に関する事項 
(17)情報公開に関する事項 
(18)文書の管理・保存の徹底に関する事項 
(19)監査委員による監査に関する事項 
(20)その他特に必要な事項（具体化したサービス水準等） 

 
11．指定管理者に係る基本事項 

(1) 関係法令の遵守 
指定管理業務の実施に当たっては、地方自治法、児童福祉法等関係法令、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号）、学童保育所条例、国分寺市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年条例第26号）、国分寺市公の施設の指
定管理者の指定の手続等に関する条例、国分寺市情報公開条例、国分寺市オンブズパーソン条
例（平成14年条例第50号）、国分寺市暴力団排除条例その他関係法令を遵守するとともに、
公平性の保持、安全確保に努めていただきます。 

(2) 管理人員  仕様書を参照 
(3) 指定管理に係る経費 

業務を実施するために必要な経費額をもとに、指定管理費、支払時期、支払方法等を協定によ
り定めます。 

(4) 業務の委託 
包括的な業務の第三者への委託については認められません。個別の業務（清掃、保守点検業

務等）の委託については、事前に本市との協議が必要です。 
  (5) 障害者差別解消法等に基づく対応 
     指定管理者制度導入施設は、市が設置した公の施設であることから、指定管理者においても、「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律第65号）及び「東京都障害者へ
の理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成30年条例第86号)に基づき、不当な差別
的扱いの禁止と合理的配慮の提供について、適切に対応する必要があります。 

(6) 責任者氏名の公開 
   指定管理者の指定後、施設管理者等の責任者氏名は公開となります。 

  (7) その他 
指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために、本市が行う指示に従わないとき、その他指

定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、地方自治法第244条の２第11
項に基づき、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を
命じることがあります。 

 
12．その他特に必要な事項 
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(1) 事前準備等 
指定管理者となる団体は、令和８年３月31日までの間に、必要な準備業務を行ってください。準

備業務には、市職との協議及び指定管理者の職員の教育・訓練を含みます。準備業務に係る経費は、
指定管理者の負担となります。 

(2) 地域雇用の推進 
新たに人員を雇用する際は、市内在住者の雇用を促進してください。 

(3) 接触の禁止 
本件業務に関係する本市職員との接触により、申込み及び選定についての情報を不正に入手する

等の事実が認められた場合、失格や指定の取消しとなります。 
  (4) 学童クラブ費に関する事項  

 学童クラブ費の徴収事務は、学童保育所条例に基づき市が行います。指定管理者は必要に応じ市
と保護者間の書類等の引き継ぎを行うなど、連絡調整に努めていただきます。 
 

13．担当課 
〒185－8501 

 東京都国分寺市泉町二丁目２番18号 
 国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て支援課 電話 042-312-8650、042-312-8651 
 ＦＡＸ  042-325-1380 Ｅメール koshien@city.kokubunji.tokyo.jp 

 



 

提 出 書 類 一 覧 表 

様式のサイズはＡ４版とします。ただし、官公庁の証明等で様式サイズが異なる場合はこの限

りではありません。 

１．事業者の概要・財務状況等に係る提出書類（正本１部、副本８部。副本は写し可） 

 提出書類 記載内容等 

（１） 指定申請書 

 

国分寺市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手

続等に関する規則 第２条関係様式第１号 

（２） 事業者概要 

（様式任意） 

団体の沿革 

 時系列で記載し、団体の事業内容も具体的に記載 

代表者の履歴 

役員名簿 

 他の法人との兼職者があるときはその旨も記載 

団体の運営に関する資料 

 経営理念・方針と経営の効率化透明性の確保、管理体

制などが分かる内容のもの 

施設管理運営の実績 

同様な施設での指定管理・管理運営委託等の実績を一

覧で示すこと（全件網羅しなくてよい）。 

また同様な施設での運営期間がわかる協定書・契約書

等を添付すること（できるだけ長期にわたり受託を継続

していることが分かるもの１件でよい）。 

指定管理に係る取り組み・考え方については「事業計

画及び企画提案書」の項目６に記載すること。 

（３） 定款 最新のもの 

（４） 法人登記簿謄本等 法人の場合は、現在事項全部証明書 

団体の場合であって、法人格を有しない場合は、団体の

代表者の身分証明書 

（申請申込の日前３か月以内に発行されたもの） 

（５） 印鑑証明 申請申込の日前３か月以内に発行されたもの 

（６） 財務関係書類 

   （様式任意） 

指定申請書を提出する日の属する事業前年度を含む過去

３箇年の財務諸表および科目内訳明細書 

別紙 



 

（７） 納税証明書等 

 

①納税証明書その１（法人税） 

※団体の場合であって、法人格を有しない場合は、団

体の代表者の所得税の納税証明書 

②納税証明書その２（消費税及び地方消費税） 

③法人事業税の納税証明書  

※団体の場合であって、法人格を有しない場合は、必

要なし 

④法人住民税の納税証明書 

※団体の場合であって、法人格を有しない場合は、団

体等の代表者の個人住民税の納税証明書 

（８） 共同事業体協定書兼

委任状 

共同事業体を構成する団体名等 

※共同事業体で申請する団体のみ必要 

 

２．事業運営に関する計画書等（正本１部、副本８部。副本は写し可） 

提出書類 記載内容等 

事業計画及び企画提案書 項目ごとに具体的に記載 

収支計算書 

 

 

 

次の事項に留意し、事業年度ごとに区分して作成 

（１） 事業年度４月１日から翌年３月 31日までの計算 

（２） 指定管理業務の実施に係る経費項目及び積算根拠

などを具体的に記載（一般管理費等の施設管理に

直接関わる費用以外の経費を計上する場合は、そ

の根拠を含む） 

（３） 指定管理者に支払う対象の経費とするもの  

（４） 消費税及び地方消費税 

自主事業収支計算書 

 

次の事項に留意し、事業年度ごとに区分して作成 

（１） 事業年度４月１日から翌年３月 31日までの計算 

（２） 自主事業の実施に係る経費項目及び積算根拠など 

を具体的に記載 

（３） 消費税及び地方消費税 

人員配置計画書 管理運営上の適正な人員配置とするもの 

 

※各書類には、ページ番号及びインデックスを付けてください。 

※提出いただいた個人情報は、施設主管課の他、指定管理担当部署において扱います。 
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国分寺市立第四日吉町学童保育所施設の管理に関する協定書（案） 

 

国分寺市（以下「甲」という。）と株式会社明日葉（以下「乙」という。）とは、国分寺市立学

童保育所条例（平成10年条例第34号。以下「学童保育所条例」という。）により設置された国分寺市

立第四日吉町学童保育所（以下「本施設」という。）の管理運営について、国分寺市公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第31号。以下「手続条例」という。）第７条（協

定の締結）の規定に基づき、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総 則 

（趣旨） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定

めるものとする。 

 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、本施設の管理に関し、甲が指定管理者の指定を行うことの意義が民間事業者た

る乙の能力を活用しつつ本施設の利用者の利便を向上させ、もって地域福祉の一層の増進を図る

ことにあることを確認する。 

 

（公共性の尊重） 

第３条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務（以下

「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重する

ものとする。 

２ 甲は、本業務が民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、対等な立場に立ってその

趣旨を尊重するものとする。 

 

（法令等の遵守等） 

第４条 甲及び乙は、法令及び条例を遵守するとともに、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実

に履行しなければならない。 

２ 乙は、国分寺市政治倫理条例（平成13年条例第52号）第27条（市が行う契約等に関する遵守事

項）に規定する法人等に該当する場合にあっては、同条に規定する事項を遵守するものとする。 

３ 乙は、国分寺市行政手続条例（平成７年条例第29号）の定めるところに従い、本業務の実施に当

たり、行政運営における公平性及び透明性の確保に努めなければならない。 

４ 甲及び乙は、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成19年条例第20号）第

５条（事業者等の責務）に定めるところに従い、公益通報に適切に対処しなければならない。 
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（用語の定義） 

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 

 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物品からなる。

この場合において、 管理施設及び管理物品の内容は、別紙２のとおりとする。 

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 

３ 乙は、管理物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし、甲の許可を得たと

きは、この限りでない。 

 

（指定期間） 

第７条 乙に本業務を行わせる期間（以下「指定期間」という。）は、令和８年４月１日から令和11

年３月31日までとする。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

（本業務の範囲） 

第８条 甲は、学童保育所条例第14条（指定管理者による管理）の規定に基づき、次に掲げる業務を

乙に行わせる。 

(1) 学童保育所条例第３条に規定する児童の健全な育成を図る事業の実施に関する業務に関すること。     

(2) 本施設の使用に伴う使用者へのサービスの提供に関すること。        

(3) 本施設、設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

(4) 本施設の簡易修繕に関する業務に関すること。 

(5) 本施設の管理運営に関して、市長が必要と認めること。 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。 

 

（業務実施条件） 

第９条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとす

る。 

 

（業務範囲及び業務実施条件の変更） 

第10条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第８条で定めた本業務の範

囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 業務範囲又は業務実施条件の変更、それに伴う指定管理費の変更等については、前項の協議にお

いて決定するものとする。 
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第３章 本業務の実施 

（本業務の実施） 

第11条 乙は、本協定、条例及び関係法令のほか、募集要項等並びに本施設の指定管理者の公募に当

たり乙が提出した事業計画及び企画提案書（以下「提案書」という。）に従って本業務を実施す

るものとする。 

２ 本業務の実施に当たり、前項に規定する書類等に矛盾又は齟齬が生じたときは、本協定、募集要

項等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、提案書で募集要項等を上回る水準の提案がされている場合は、当該提

案書の示された水準によるものとする。 

 

（指定開始日以前の準備） 

第12条 新たに指定を受け運営を行う場合は、乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資

格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ること

ができるものとする。 

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなけ

ればならない。 

４ 従前の指定管理者がその指定期間満了後、改めて指定を受け運営を行う場合は、指定開始日に先 

立ち、乙は、甲からの指導等を踏まえ継続した事業の実施に向けた準備を進めなければならない。 

特に新たな事業を実施する場合は、必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなけ

ればならない。 

 

（第三者への委託又は請負） 

第13条 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合を除いて、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。 

２ 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、

本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用につい

ては、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するも

のとする。 

 

（権利又は義務の譲渡等） 

第14条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

２ 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を相続、合併又は分割により相続人等に承継させる場

合は、事前に甲と協議をするものとする。 

 

（管理施設の修繕等） 
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第15条 管理施設の修繕、改造、増築又は移設については、甲が自己の費用と責任において実施する

ものとする。 

２ 管理施設の修繕等のうち軽微なもの（１件当たり10,000円未満）については、あらかじめ甲の承

認を得た上で乙の費用と責任において実施するものとし、乙は、その結果を速やかに甲に報告す

るものとする。 

 

（施設の安全対策） 

第16条 乙は、本施設、設備及び物品の保全に関する業務並びに防災業務の遂行に万全を図らなけれ

ばならない。 

 

（緊急時の対応） 

第17条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は、速や 

 かに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければな

らない。また、緊急災害時において乙は、国分寺市地域防災計画に基づき、甲と協力して活動す

るものとする。 

２ 事故等が発生した場合、乙は、甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。 

 

（情報管理） 

第18条 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の

行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

２ 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び別紙３に定める事項を遵守し、

本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、本業務に従事している者又は従事していた者が秘密等を漏らし、又は自己の利益のために

使用しないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（情報公開） 

第19条 乙は、国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号）の規定に従い、本業務に関して保有す

る情報の公開に関し、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、甲に、施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは、これに協力しなければな

らない。 

  

（文書の管理及び保存） 

第20条 乙は、本業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書（図面及び電磁的記録を含む。）に

ついては、適正に管理し、及び保存しなければならない。 

 

（利用者の苦情対応） 
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第21条 乙は、苦情に対する体制を整備するとともに、苦情等が発生した場合は、仕様書に定める内

容に基づき誠意を持って対応しなければならない。 

２ 甲は、苦情等を把握するとともに、その内容について乙と連携し解決を図らなければならない。 

第４章 備品等の扱い 

（甲による備品等の貸与） 

第22条 甲は、別紙２に示す備品等を無償で乙に貸与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。 

３ 貸与備品等が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙と

の協議により、必要に応じて甲の費用で当該貸与備品等に代わる備品等を購入又は調達するもの

とする。 

４ 乙は、故意又は過失により備品等を滅失又は毀損したときは、甲との協議により、必要に応じて

甲に対しこれを弁償し、自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し、又は

調達しなければならない。 

第５章 業務実施に係る甲の確認事項 

（事業計画書） 

第23条 乙は、あらかじめ次に掲げる内容を記載した年度別事業計画書を作成し、毎年度甲が指定す

る期日までに提出し、甲の確認を得なければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施計画（管理業務及び自主事業） 

(2) 予算に係る計画 

(3) 従事者育成に係る研修計画 

(4) 利用者意見及び自己評価に係る計画（利用者アンケート調査、事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る方針 

(6) その他管理等に係る必要な計画（施設の特性に応じた具体的なサービス水準等） 

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、乙に対し

てその変更を指示することができる。 

３ 乙は、甲の承諾を得なければ、第１項の規定により甲に提出した事業計画書を変更することがで

きない。 

 

（経営状況） 

第24条 乙は、本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため、次条の事業報

告書の提出と合わせて、次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。 

 (1) 決算書（貸借対照表、損益計算書等） 

 (2) その他甲が必要と認める書類 
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（事業報告書） 

第25条 乙は、毎年度終了後 60日以内に、本業務に関し、次の各号に示す事項を記載した事業報告

書を提出しなければならない。 

(1) 管理業務等の体制及び実施状況（管理業務及び自主事業） 

(2) 決算状況等及び施設の利用実績（決算収支状況、公の施設の利用実績(利用者数、利用率

等)） 

(3) 従事者育成に係る研修実施状況 

(4) 利用者意見及び自己評価（利用者アンケート調査結果、事業実施状況自己評価） 

(5) 苦情対応に係る記録 

(6) 事業計画書に掲載した計画の実施状況 

(7) その他管理の実態を把握するために必要な事項 

２ 乙は、甲が第42条から第44条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指

定を取り消した場合は、指定が取り消された日の翌日から60日以内に当該年度の当該指定が取り

消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

 

（甲による業務実施状況の確認） 

第26条 甲は、乙が提出した第23条の事業計画書及び前条の事業報告書に基づき、乙が行う業務の実

施状況及び施設の管理状況の確認を随時行うものとする。 

２ 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、

管理施設へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況、本業務に係る管

理経費等の収支状況等について文書又は口頭による説明を求めることができる。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じな

ければならない。 

 

（甲による業務の改善勧告） 

第27条 前条の確認の結果、乙による業務実施が仕様書等、甲が示した条件を満たしていないと認め

られるときは、甲は、乙に対して必要な指示を行い、又は業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、前項の指示又は改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。 

第６章 指定管理費及び使用料 

（指定管理費の支払い） 

第28条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して令和８年度 金29,924,508円、令和９年度 金

30,715,030円、令和10年度 金31,651,896円（消費税及び地方消費税は非課税）を支払うものとす

る。 

２ 甲が乙に対して支払う指定管理費は、年度ごとの12分の１を毎月支払うものとする。 
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３ 乙は、当該月の指定管理費の支払いに関する請求書を当該翌月の初日から起算して14日以内に甲

に対して送付するものとする。甲は、当該請求書を受領してから30日以内に乙に対して指定管理

費を支払うものとする。 

 

（指定管理費の変更） 

第29条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意された指定管理費が

不適当となったと認めるときは、相手方に対して通知をもって指定管理費の変更を申し出ること

ができるものとする。 

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。 

 

（使用料収入の取扱い） 

第30条 学童クラブ費等（使用料金）の徴収事務は学童保育所条例に基づき甲が行う。乙は、必要に

応じ甲と保護者間の納入通知書等の書類の引継ぎを行うなど、連絡調整に努めるものとする。 

 

（講習会等の保険料、消耗品代等の取扱い） 

第31条 講習会等の保険料、消耗品代等は、実費弁償とし、乙は、直接参加者から徴収するものとす

る。ただし、その額については、甲と協議の上決定するものとする。 

 

（使用料） 

第32条 使用料の額は、学童保育所条例に定めるものとする。 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

（損害賠償等） 

第33条 乙は、故意又は過失により管理物件を滅失又は毀損したときは、それによって生じた損害を

甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めるときは、甲は、その全部

又は一部を免除することができるものとする。 

 

（第三者への賠償） 

第34条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は、その損

害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに

帰すことができない事由による場合は、その限りでない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙

に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 

（保険） 

第35条 本業務の実施に当たり、甲が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。 
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 (1) 建物総合損害共済  

(2) 傷害保険 

２ 本業務の実施に当たり、乙が付保しなければならない保険は、次のとおりとする。 

(1) 施設管理賠償責任保険 

(2) その他乙が必要と認める保険 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第36条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、

不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。 

 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第37条 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、乙は、その内容及

び程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙との協議を行い、不可抗力

の判定、費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については、

合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した保険によりてん補され

た金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については、

甲が負担するものとする。 

 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第38条 前条第２項の協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認

められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるも

のとする。 

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務

を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理費から減額することができるものとする。 

 

 

第８章 指定期間の満了 

（業務の引継ぎ等） 

第39条 乙は、本協定の終了に際し、引き続き当該施設の指定管理者となる場合を除き、施設の運営

が遅滞なく、かつ、円滑に実施されるよう、甲が指定する期日までに、甲又は甲が指定するもの

に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において、引継ぎ等に係る費用は、

すべて乙が負担するものとする。 
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２ 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものに

よる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じな

ければならない。 

 

（原状回復義務） 

第40条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して

管理物件を明け渡さなければならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由なく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原

状に回復するために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、乙は、甲が講じた必要

な措置に要した費用を負担しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲が必要と認める場合には、乙は、管理物件の原状回復は行わず

に、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。 

 

（備品等の扱い） 

第41条 本協定の終了に際し、備品等については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継が

なければならない。 

第９章 指定期間満了以前の指定の取消し 

（甲による指定の取消し） 

第42条 甲は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第11項及び手

続条例第11条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 (1) 当該施設の設置条例又は協定書の記載内容に違反したとき。 

 (2) 法第244条の２第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽

の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。 

 (3) 法第244条の２第10項の規定に基づく必要な指示に従わないとき。 

 (4) 当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失ったとき。 

 (5) 申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明したとき。 

 (6) 乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難になったと判断

されるとき。 

(7) 法令違反等により乙に管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当と判断されると

き。 

 (8) 乙から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があったとき。 

 (9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条（定義）に掲

げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条（定義）に掲げる暴力団

員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明したとき。 
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(10) その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じ

た場合において、乙に損害、損失及び増加費用が生じたときは、甲は、その賠償の責めを負わな

い。 

３ 甲は、第１項の規定による指定の取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止

によって損害が生じた場合、乙にその費用を求償することができるものとする。この場合におい

て、乙は、甲に対し、損害賠償義務を負うものとする。 

４ 乙は、第１項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の

停止を命じられたときは、甲の請求により、指定管理費の全部又は一部を返還しなければならな

い。 

 

（乙による指定の取消しの申出） 

第43条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができ

るものとする。 

(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 

(3) その他、乙が必要と認めるとき。 

２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。 

 

（不可抗力による指定の取消し） 

第44条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対

して指定取消しの協議を求めることができるものとする。 

２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は、指定の取消しを行うものとする。 

３ 前項における取消しによって乙に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲

で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。 

 

（指定期間終了時の取扱い） 

第45条 第39条から第41条までの規定は、第42条から第44条までの規定により本協定が終了した場合

に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、その限りでない。 

第10章 その他 

（監査委員による監査） 

第46条 乙は、法第199条第７項の規定に基づき、国分寺市監査委員が行う本事業に対する監査に協

力するものとする。 

 

（自主事業の実施） 
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第47条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、乙の責任

と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けな

くてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。 

３ 甲は、乙が自主事業を実施するに当たって、別途の自主事業の実施条件等を定めることができ

るものとする。 

 

（経理の独立） 

第48条 乙は、本業務に関する経理を明らかにするため、本業務に関わる収支明細書及び収支計算報

告書等、経理に係る帳票を備え、乙の他の会計から独立した経理を行わなければならない。 

 

（請求、通知等の様式その他） 

第49条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めが

ある場合を除き、書面により行わなければならない。 

２ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

３ 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計

量法(平成４年法律第51号)の定めるところによる。 

 

（協定の変更） 

第50条 本業務に関し、本業務の前提条件若しくは内容が変更したとき又は特別な事情が生じたとき

は、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 

 

（解釈） 

第51条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告

を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担

するものと解釈してはならない。 

  

（疑義についての協議） 

第52条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項につ

いては、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第53条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 
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本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

甲 

所在地 東京都国分寺市泉町二丁目２番18号 

名 称 国分寺市 

代表者 国分寺市長 丸 山 哲 平         印 

 

乙（指定管理者） 

所在地  

名 称  

代表者                       印 
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別紙１（第５条関係） 用語の定義 

 

(1) 「指定管理開始日」とは、条例に定める指定期間の開始日をいう。 

(2) 「指定管理費」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。 

(3) 「仕様書」とは、国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理者募集要項に示された本業務に係る

仕様書のことをいう。 

(4) 「自主事業」とは、第８条に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施

する業務のことをいう。 

(5) 「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人災

（戦争、テロ、暴動等）、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をい

う。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 

(6) 「募集要項」とは、国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理者募集要項のことをいう。 

(7) 「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料（仕様書を含む。）、及びそれらに係る

質問回答のことをいう。 
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別紙２（第６条、第22条関係） 管理物件 

 

（１）管理施設 

 仕様書に定める施設 

 

（２）管理物品 

 備品等 

  別紙「施設備品一覧」 
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別紙３（第18条関係） 

 

指定管理者における個人情報の保護に関する特則事項 

 

（個人情報保護の趣旨） 

第１条  国分寺市（以下「甲」という。）から指定管理者として指定され、その管理する公の施設の

管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うに当たり、個人情報（個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する情報をいう。以下同

じ。）を取り扱う業務を行う場合は、当該指定管理者は、以下の条項を遵守し、個人情報の保護に努

めなければならない。 

２  指定管理者（以下「乙」という。）は、指定管理業務の履行に関し、個人情報を常に善良な管理

者の注意をもって運用し、法の趣旨にのっとり個人情報の保護に関する規程等の制定を行い、個人情

報保護のための必要な措置を講ずるものとする。 

  

（個人情報に係る管理責任者及び取扱担当者） 

第２条  乙は、指定管理業務に係る個人情報の保護について管理責任者を選任し、甲に届けなければ

ならない。管理責任者を変更したときも同様とする。 

２  管理責任者は、個人情報を厳正に維持管理し、指定管理業務従事者の個人情報の取扱いを指揮監

督する。 

３  管理責任者は、個人情報の取扱いに関して、指定管理業務従事者のうちから担当者を指名し、そ

の者にのみ個人情報の取扱いをさせるものとする。 

  

（個人情報の交付・取得)  

第３条  甲は、指定管理業務において取り扱う個人情報を、乙に対して交付するときは、個人情報の

内容及び数量並びにその他必要事項（以下「内容等」という。）を記入した書面を添付しなければな

らない。 

２  乙は、前項の個人情報の交付を受けたときは、個人情報の内容等を確認し、受領書を甲に提出し

なければならない。 

３  乙は、指定管理業務において取り扱う個人情報の取得については、法第17条の規定に基づき、指

定管理業務と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない｡ 

  

（個人情報の維持管理） 

第４条  乙は、甲から交付され又は乙が取得した個人情報については、正確かつ最新の状態に保つよ

うに努めるとともに、改ざん、滅失、毀損、漏えいその他の事故（以下 「事故等」という。）の防

止及び保管場所の施錠、入退室管理等適正な維持管理が行われるよう必要な措置を講じ、万全の注意

を払わなければならない。 

 

（個人情報の返還） 
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第５条 乙は、指定管理業務の指定期間が終了したとき、又は甲からの返還請求があったときは、甲

から交付された個人情報及び指定管理期間中に取得した個人情報の内容等を記載した書面を添え、速

やかに甲に返還するものとする。 

 

（個人情報の廃棄） 

第６条  前条の規定にかかわらず、甲乙協議の上、乙は、個人情報を抹消することができる。 

２  乙は、前項の場合において、甲の指示する方法により、焼却、裁断等により個人情報を抹消しな

ければならない。 

３  乙は、前項の規定により個人情報を抹消するときは、その作業内容を甲に報告しなければならな

い。 

 

（個人情報の秘密保持） 

第７条  乙は、個人情報を、指定管理業務の目的以外に、使用、加工、再生、複製等その他個人情報

の事故等の危険性のある一切の行為をしてはならない。 

２  乙は、個人情報を、甲の承諾を得ずに、第三者に提供してはならない。なお、指定期間終了後も

同様とする。 

 

（個人情報の開示等） 

第８条  乙は、個人情報の開示、訂正等、利用停止等（以下「自己情報開示等」という。）の請求が

なされた場合は、法の規定に基づき適正な措置を講ずるものとする。 

２ 乙は、毎年１回、甲に対し、指定管理業務における乙の行った自己情報開示等についての実施状

況を報告するものとする。 

 

（委託の禁止） 

第９条  個人情報を取り扱う業務にあっては、乙はこの協定に基づくすべての業務を自ら実施し第三

者に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときはこの限りでない。 

２  乙は、前項ただし書の承諾を得て当該第三者に対し個人情報を取り扱う業務を委託するときは、

個人情報の保護について当該第三者に対しこの協定書を遵守させる義務を負わなければならない。 

 

（苦情処理及び事故発生時における報告の義務） 

第10条  乙は、指定管理業務における個人情報の取扱いに関する苦情については、迅速に対応し、そ

の処理経過及び結果を甲に報告しなければならない。 

２  乙は、個人情報の取扱いに関し事故等が発生したときは、その状況等を直ちに甲に報告し、当該

事故の解決に努めなければならない。また、法第26条の規定に基づき、個人情報保護委員会に報告し

なければならない。 

 

（指定管理業務における措置） 

第11条  乙は、当該指定管理業務において取り扱う個人情報について、法第66条第１項の規定に基づ

き甲が実施する安全管理措置と同様の措置を講じなければならない。 
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２  甲は、必要があるときは、甲の指定する職員を立ち会わせ、個人情報の管理状況、運用方法等を

調査し、又は監督し、かつ、必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければなら

ない。 

３  甲は、個人情報が適正に取り扱われていないと認める場合にあっては、乙の事業所等への立入調

査を行うとともに、必要な資料の監査及び提出を求めることができる。 

４  乙は、第９条第１項ただし書の規定により第三者に業務の履行を委託するときは、甲が当該第三

者に対し、前項の立入調査等をすることを、認めさせなければならない。 

 

 （情報の公表及び損害賠償） 

第12条 当該指定管理業務の履行に関し、乙が個人情報の保護に関する義務に違反し、又は怠ったと

きは、甲は、必要に応じてその事実を公表できるものとする。 

２ 前項の公表により、乙が社会的、経済的、精神的その他その種類、規模を問わず、いかなる損害

を被る場合であっても、甲は、一切の責を負わない。 

３ 個人情報の保護に関する義務に違反したことによる損害の賠償において、乙は、甲に対し民法

（明治29年法律第89号）第715条第１項ただし書の規定による主張をすることはできない。 

 

 （告発） 

第13条 甲は、乙の指定管理業務従事者又は従事していた者（以下「業務従事者等」という。） が

法第176条又は第180条の違反行為をしたと認めるときは、業務従事者等を告発し、併せて、法第179

条又は第184条の規定に基づき、乙に関して告発する。 

 

（令和５年４月１日適用） 
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別紙４（第19条関係） 

 

指定管理者における情報公開に関する特則事項 

 

（情報公開の趣旨） 

第１条  国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。）第22条（指

定管理者の情報公開）の規定により、国分寺市から指定管理者として指定され、その管理する公

の施設の管理の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うにあたり、指定管理者（以下

「乙」という。）は、市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し、かつ、市民に関する

情報が保護され、乱用されることのないように最大限の配慮をしなければならない。 

２  乙は、実施機関（以下「甲」という。）と連携し、指定管理業務における自己の保有する情報の

提供及び情報の公表の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

 

（指定管理者の情報公開） 

第２条  乙は、保有する情報の公開を推進していくため、情報公開条例と同様の規定等の制定を行う

ものとする。同様の規定をすでに有している場合は、この限りでない。 

２  前項に規定するもののほか、乙は、情報公開条例の趣旨に沿った情報公開のための必要な措置を

講ずるものとする。 

 

（文書の公開請求に対する決定等） 

第３条  乙の行う文書の公開請求に対する公開及び部分公開並びに非公開の決定、公開手数料及び費

用負担については、情報公開条例と同様の措置を講ずるものとする。 

２  乙は、文書の部分公開又は非公開の決定において、国分寺市指定管理者の情報の公開等に係るあ

っせんに関する規程（平成18年訓令第８号）に基づき、甲から再考を促す旨の指導を受けた場合

は、これを尊重しなければならない。 

 

（実施状況の報告） 

第４条 乙は、毎年１回甲に対し、指定管理業務における乙の行った文書の公開についての実施状況

を報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 



施設備品一覧（予定）

№ 品　名 数量

1 児童用長方形座卓 ５台

2 職員用事務机 ２台

3 職員用OHチェア ２脚

4 電子レンジ １台

5 冷蔵庫 １台

6 洗濯機 １台

7 ４×３型引違書庫（付属品含む） １台

8 ダイニングボード １台

9 食器乾燥機 １台

10 掃除機　 １台

11 空気清浄機 １台

12 折り畳み式テーブル １台

13 傘立て １台

14 FAX電話機 １台

15 学童保育所入退室管理システム用タブレット ２台

16 学童保育所入退室管理システム用ルーター １台
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国分寺市立第四日吉町学童保育所 

指定管理業務仕様書 
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国分寺市立第四日吉町学童保育所 

指定管理業務仕様書 

 

国分寺市立第四日吉町学童保育所（以下「施設」という。）指定管理業務については、国

分寺市立学童保育条例（平成10年条例第34号、以下「学童保育所条例」という。）及び国分

寺市立学童保育所条例施行規則（平成11年規則第５号、以下「学童保育所条例施行規則」と

いう。）の定めによるほか、この仕様書による。 

 

１ 管理運営の基本方針等 

施設を管理運営するに当たり、次に掲げる事項に基づいて行うものとする。 

①保護者の労働等により昼間適切な監護を受けられない児童に対し、適切な遊び及び生

活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とした児童福祉法第 21条の 10の

規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施する施設であり、「放課後児童クラブ運

営指針」（平成 27年雇児発 0331第 34号）、「東京都学童クラブ実施要綱」（平成 27年

福保子家第 358号）、学童保育所条例、学童保育所条例施行規則、国分寺市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成 26年条例第 26号、以下

「基準条例」という。）及び市の運営マニュアルに基づき管理運営を行うこと。 

②児童の最善の利益を考慮して、児童の健康と安全に十分留意し、育成支援を行うこ

と。特に障害児については、障害の種別や特性等に十分に配慮すること。 

③市内各児童館、保育所等の社会福祉施設、小学校等の教育施設との連携を図り、児童の

遊び及び生活の場の環境づくりに努めること。また児童が当該施設の周辺道路で遊ん

だり、私有地に立ち入らないよう注意を促すこと。 

④質の高いサービスを提供するために必要な職員を配置するとともに、利用者の意見及

び要望を施設の管理運営に反映させるなど、管理運営方法について創意工夫を図り、サ

ービスの向上及び利用者の満足度を高めるよう努めること。また、利用者の平等な利用

を確保すること。 

⑤施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

⑥効率的かつ効果的な管理運営を行い、管理経費の縮減に努めること。 

⑦市や地域と密接に連携を図りながら、管理運営を行うとともに、市が実施する施策に

積極的に協力するよう努めること。 

 

２ 指定管理者が管理する対象施設 

（１） 施設名称及び所在地 

施設名称 所在地 

国分寺市立第四日吉町学童保育所 国分寺市日吉町三丁目29番地24 
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（２） 施設概要 

① 建物構造 

国分寺市立第四日吉町

学童保育所 

構 造 鉄骨造１階建て 

延床面積 
90.52㎡（実際の面積が異なる場合は現況

を優先する） 

内 容 
玄関・育成室・トイレ・バリアフリートイ

レ・事務室・静養室等 

竣 工 平成20年築 

※詳細は、別紙平面図を参照 

② 定員等 

施設名称 階数 育成室面積 定員 

国分寺市立第四日吉町学童保育所 １階 49.77㎡ 30人 

 

（３）予想利用実績 

① 類似施設の登録児童者数（各年度４月１日時点） 

施設名称 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

国分寺市立第三泉町学童保育所 50人 54人 52人 49人 

※平均出席率は令和６年度４月実績約 75.2%である。 

 

３ 法令等の遵守 

施設の管理運営に関しては、本仕様書に定めるもののほか、次に掲げる法令等を遵守し、

適正な管理に努めること。 

  期間中に法令等の改正があった場合は、改正された内容を遵守すること。 

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号） 

（２）児童福祉法 

（３）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚令第63号。以下「設備運営

基準」とう。） 

（４）東京都児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（平成24年条例第43号） 

（５）学童保育所条例 

（６）学童保育所条例施行規則 

（７）基準条例 

（８）国分寺市学童保育所障害児保育実施規則（平成14年規則第87号、以下「障害児保育

実施規則」という。） 

（９）国分寺市学童保育所障害児入所協議会設置規程（平成19年訓令第２号、以下「障害

児入所協議会設置規程」という。） 

（10）労働基準法（昭和22年法律第49号） 
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（11）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

（12）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号、以下「保護法」という。） 

（13）国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例（令和５年条例第１号、以

下「個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例」という。） 

（14）国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号） 

（15）その他関係法令 

 

４ 人員配置等 

学童保育所 

① 人員配置の基本的な考え方  

下記の人員配置の基本的な考え方等に基づき、必要な職員を配置すること。 

ア 各学童保育所には、支援単位ごとに基準条例第11条第１項に規定する放課後児童

支援員を常勤の職員として２人以上置くことを基本とする。ただし、１人を除

き、常勤の補助員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補

助する者をいう。以下同じ。）をもってこれに代えることができる。その他、基

準条例に基づき、業務の遂行に必要な職員を置くこと。なお、放課後児童支援員

は、基準条例第11条第３項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事

等が行う研修を修了した者でなければならない。 

施設名称 定員 
常勤職員 

必要配置数 

国分寺市立第四日吉町学童保育所 30人 ３人 

  イ 各学童保育所には開所している時間帯を通じて、放課後児童支援員を２人以上

(うち１人を除いて補助員でも可)配置しなければならない。また、利用者や施設の

構造などに応じて必要な職員を配置するものとする。 

② 常勤職員及び非常勤職員 

ア 常勤職員 

各学童保育所に配置する常勤職員は、放課後児童支援員又は基準条例第11条第

３項各号のいずれかに該当する放課後児童支援員の基礎資格を有する者（以下

「基礎資格を有する者」という。）を、当該施設における育成支援に関する主た

る担当として従事する専任の職員として配置すること。 

イ 非常勤職員 

学童保育所に配置する非常勤職員は、基礎資格を有する者のほか、子育て経験

者や教育にかかわる学習をしている学生、児童の遊びや生活に関わる経験を持っ

ている者を配置するよう努めるものとする。 

③ 運営管理責任者・統括責任者 

学童保育所ごとに運営管理責任者として常勤職員（放課後児童支援員との兼務
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可）を配置すること。運営管理責任者は、施設職員の労務管理、業務上必要な渉外調

整、市の指定する会議等への参加、また、市直営の基幹施設と連携を図りながら、学

童保育所全体の職員の管理監督、施設管理・運営等すべての業務を行うものとする。 

④ 障害児加配 

障害児を受け入れた場合は、障害児１人に対し、さらに職員１人を配置することを

基本とするが、障害の状況により、障害児入所協議会設置規程に基づき開催される協

議会において協議の上、その配置人数について実態に応じ、柔軟に対応することがで

きるものとする。 

⑤ 職員の勤務形態等 

児童の安全性の確保を念頭に置き、事業運営が円滑に遂行されるよう勤務体制を整

えること。また、職員配置に変更があった場合は、市指定の様式で、速やかに市へ報告

すること。 

⑥ 職員の資質向上 

ア 指定管理者は、職員の資質向上を図るため、独自の研修等の実施のほか、都、市

及びその他関係機関主催研修会への参加等に努めること。 

イ 指定管理者は、関係機関との情報共有のため、市が行う児童館及び学童保育所の

月例会議の他、各種会議への参加等に努めること。 

⑦ 職員の健康管理 

   従事する職員の腸内細菌検査を毎月実施し、結果を市に報告すること。 

 

５ 開所日及び保育時間 

（１） 開所日及び保育時間 

① 月曜日から金曜日まで 

      小学校の児童の下校時から午後７時まで 

② 土曜日 

      午前８時から午後７時まで 

③ 国分寺市公立学校の管理運営に関する規則（昭和35年教委規則第６号）第４条

（休業日）に規定する休業日 

      午前８時から午後７時まで 

④  「４ 人員配置等」の①に定める人員配置を行い、毎年度250日以上の開所をす 

ること。 

（２） 休所日 

    日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び

12月29日から翌年の１月３日までの日 

（３） 開所閉所の変更 

     学童保育所条例施行規則第４条第２項に基づき、市長が特に必要と認めるときは、
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開所及び閉所日を変更することができる。 

 

６ 指定管理者が行う業務の内容等 

（１） 放課後児童健全育成事業に関する業務 

     学童保育所条例第３条に規定する児童の健全な育成を図る事業の実施に関する業

務の内容等については、次のとおりとする。ただし、その内容については、市と指定

管理者の協議により変更ができるものとする。また、市と協議して年間計画を作成し、

その計画に基づいた事業活動を行うものとする。 

① 業務の内容 

ア 児童の安全管理 

       事業を実施する施設等について、危険なものがないか、児童の周辺の状況に

配慮し、事故の未然防止に努めるとともに、けがをした場合の応急措置や近隣

の医療機関への連絡体制などを整えること。また、登所時には必ず出席確認を

行い、必要に応じて保護者と連絡を取り合うなど児童の安全確保に努めること。 

        児童の入退室管理は、市が提供する入退室管理システムを使用することとし、

その運用は市が指示するとおりとすること。 

             台風、集中豪雨、大雪等悪天候時には「国分寺市立学童保育所の台風・集中

豪雨等における臨時休所等のガイドライン」に基づき、市と協議して対応をは

かること。 

イ 児童の健康管理 

児童のかかりつけの医療機関や体質等の状況を把握し、日々の心身の状態に

留意して健康管理に努めること。また、医薬品等を常備するとともに、発熱や

嘔吐など異常がある場合は、保護者への連絡など状況に応じた適切な対応を行

うこと。 

ウ 児童の保育及び指導 

学童保育所の保育について、市と協議して、以下の（ア）～（オ）の視点に

基づく年間指導計画を作成し、保育を行うものとする。 

(ア)自由遊びと集団遊びの活動 

(イ)生活技術や生活習慣を身につける活動 

(ウ)表現活動や鑑賞等の文化的活動 

(エ)所外保育・誕生日会等の多様な行事活動 

(オ)防災教育・防犯教育の活動  

           また、保護者及び学校と連携を図りつつ、児童の状況に即した遊びなどを通

じて、以下の（カ）～（ケ）にあげる指導を行うものとする。 

(カ)児童の情緒の安定及び遊びへの活動意欲の形成 

(キ)遊びを通しての児童の自主性、社会性及び創造性の形成 
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(ク)児童の健康教育及び安全教育 

(ケ)その他児童の指導にあたり、市長が特に必要と認めるもの 

エ 間食の提供 

        食育の視点を持ちながら、昼食と夕食の間に必要な栄養が補給されるよう配

慮した間食の提供を行うこと。また、アレルギー体質の児童に対しては、保護

者と事前に協議するとともに、提供には十分注意すること。 

    オ 配食サービスの実施 

      市内小学校の長期休業期間等の学校給食がない期間に、お弁当業者等と連携

し、保護者の負担軽減のためお弁当配食サービスの提供を実施すること。なお、

お弁当配食の発注、支払は保護者と業者が直接行うものとし、市又は指定管理

者が関わらない仕組みとすること。 

カ 出欠席の記録や育成日誌の作成 

         児童の出欠状況を入退室管理システムにて適切に管理するとともに、育成日

誌により日々の活動や指導内容を記録・保管し、職員間の引継ぎを円滑に行う

こと。 

キ 保護者への支援、連携 

（ア）毎年度入所時に説明会等を行い、基本的な利用のルール、１日の保育の流れ、 

行事予定、活動方針、緊急時の対応・連絡体制等について、保護者に丁寧に説

明すること。年度途中に入所する児童の保護者については、個別に対応するこ

と。 

（イ）児童の入所時には、必要に応じて保護者と個別面談を行い、配慮すべき事項

等の聞き取りを行うこと。 

（ウ）保護者との日々の連絡・調整には連絡帳等を効果的に活用し、その他おたよ

り、保護者会、個人面談等により、保育の内容について、情報共有等を行うこ

と。 

ク 学習支援に関すること 

（ア）原則として毎日概ね30分程度、学習等を実施する時間を設け、宿題等の学習

を児童が自主的に行える環境を整えること。 

（イ）児童１人ひとりに寄り添い、個別の声かけを行うことにより、学習を進めら

れるようにすること。 

ケ 放課後子どもプラン（放課後子供教室）との連携 

放課後子どもプランと連携を図り、放課後子どもプランの様々なプログラム

等にも参加できる機会を設け、放課後において、児童が安全・安心に過ごし、多

様な体験・活動を行うことができるようにすること。 

コ 学校、地域との連携 

(ア)保育を円滑に実施するため、日常運営について、小学校関係者と必要な情報
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交換を行い、協力関係を築けるよう努め、学校との連携を積極的に図ること。 

(イ)連携にあたっては、個人情報の保護や秘密の保持に十分な配慮を行うこと。 

(ウ)地域の民生委員・児童委員、自治会等や施設との連携や交流を図ること。 

(エ)児童の送迎等のために自転車で来所する保護者に、極力施設敷地内に駐輪す

るよう促し、仮に道路、私有地等に駐車されて近隣住民に影響が生じると想

定される場合には、自転車等の移動をさせること。 

サ 警察等の関係機関との連携 

(ア)児童の安心・安全の確保の観点から、警察等との連絡体制を整え、不審者情

報や近隣で発生した事件等の情報が速やかに入るように心がけること。 

(イ)防災の観点から、消防署等と連携を図り、災害時や火災発生時に児童が安全

に避難できる体制を整えておくこと。 

(ウ)国分寺市立こども家庭センターや児童相談所等と連携を図り、配慮が必要な

児童等が抱える課題等に対応できるようにすること。 

(エ)その他、市の関係部署、保育所、幼稚園、発達に関する相談機関などとも連

絡を密にし、児童の育成支援にあたること。 

シ 感染症対策等 

「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚生労働省）等を通じて感染症

対策に関する理解を深め、感染症の予防・拡大防止のための十分な対策を講じた

うえで、保育等の提供を行うこと。 

    ス インターネット等の利用環境を備えた端末等の調達 

      甲及び関連機関との連絡や情報共有のために、インターネットの利用環境を

備え、webメールが利用できる端末調達すること。また回線敷設、利用料等も乙

が負担すること。なお、利用環境設定にあたっては情報漏出が決して発生しない

よう物理的なセキュリティ対策を講じること。 

 

② 施設の利用に関すること 

       入所承認する児童については、以下のとおりとする。 

ア 対象児童について 

(ア)学童保育所条例第４条に規定する児童を基本とする。 

(イ)心身に障害を有する児童については小学校１年生から小学校６年生までを

対象とし、集団になじむことが可能であり、一人で通所できるか、保護者又

はそれに代わる者が送迎できる場合に対象とする。 

イ 登録人数について 

(ア)市では、入所要件を満たした申請がされた場合は、学童保育所条例施行規則

に基づき、基準定員を超えて入所の承認をしているので、入所承認した児童

数を履行期間中の受入上限とする。 
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(イ)心身に障害を有する児童受入れの定員については、障害児保育実施規則に基

づき、児童の受け入れを行うものとする。 

障害児保育の定員 

 小学校低学年 

小１～小３ 

小学校高学年 

小４～小６ 

国分寺市立第四日吉町学童保育所 １人 １人 

※市が、障害児の保育が特に必要であり、かつ、学童保育所の事業に著しい支障が 

生じないと認めるときは、障害児保育の定員を超えて受入を行う。 

※障害児保育の定員は、学童保育所条例施行規則第３条に規定される定員に含ま 

れる。 

ウ 利用登録について 

(ア)利用登録に関することは、市が行う。 

(イ)障害児の登録に関しては、障害児保育実施規則に基づき、審査事務を行う。

指定管理者は、審査にあたり、出席・協力すること。 

エ 利用者使用料について 

利用者使用料（学童クラブ費等）は学童保育所条例によるところとする。な

お、クラブ費の徴収事務については、学童保育所条例に基づき市が行うもので

あるが、指定管理者は必要に応じ、市と保護者間の書類の引継ぎ等を行うなど、

連絡調整に努めること。 

 

（２） 関連業務 

次に掲げる事業について、当該事業所管課等と連携・協力すること。 

① 学校施設を利用した夏休みキャンプ事業に関すること。 

② 緑化推進事業（施設においてグリーンカーテンやプランターを利用し、種から育てた野

菜等を使用した食育を行うこと。）に関すること。 

③ 日曜日等の閉所日において、地域住民が児童福祉等に関することを目的、または目的の

一つとする集会等を行うため当該施設を使用したいとの申出があった場合には、特段

の事情のない限りこれに応じること。また、その際には、鍵の貸出・返却等の施設貸出

管理に関する業務を行うこと。 

 

（３）衛生管理業務 

① 清掃業務 

施設、施設用地内及び外周の環境を維持し、快適な環境を保つため、床、壁、扉、

窓ガラス、備品、照明器具、空調設備、衛生備品等について、日常清掃を行うこと。 

② 廃棄物等の処理 

廃棄物等については、必要に応じ随時処理を行うこと。 
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（４）安全・危機管理に関する業務 

利用者の安全確保のための施設環境及び秩序の維持と、緊急時の管理体制を万全の

ものとすること。 

① 保安警備に関すること 

施設内の秩序を維持し、事故、火災等の災害及び破壊等の発生を警戒、防止（閉所時

の戸締り、火の元の確認、消灯など）し、児童の安全を守るとともに、財産の保全を図

るため、次の警備等を行うものとする。機械警備については、警備の実施状況を定期的

に報告するとともに、事故発生の際は、速やかに市に報告すること。 

ア 機械警備の実施（甲が指定する機械警備システムを導入すること） 

イ 緊急時に対応するための体制の整備 

② 巡回その他の日常的に実施すべき業務 

ア 利用者が安心して利用できる施設環境確保のため、施設内の巡回を随時行い、設

備機器等を点検するとともに施設内の状態を把握すること。 

イ 日常的に防犯に努めるとともに、緊急時に迅速に対応できるように防犯体制を整

えること。 

ウ 鍵の管理を徹底し、盗難の防止に努めること。 

エ 施設内で遺失物及び拾得物を発見した場合は、遺失物・拾得物受付台帳を作成

し、遺失物法（平成18年法律第73号）に基づき、適切に処理するものとする。 

③ 緊急時及び災害発生時の対応等 

ア 緊急時及び災害発生時の利用者の避難誘導、安全確保等及び必要な通報について

の対応計画及びマニュアルを作成し、職員に周知を図ること。また、安全管理や救

護等のマニュアルを作成すること。 

イ 防火管理者を選任し、消防署へ届出を行い、市へ報告すること。また、施設防災計

画書を作成し、緊急時の状態予測及び対応のため訓練を実施すること。 

ウ 緊急時及び災害発生時には、利用者の避難誘導、安全確保等、的確な対応を行うと

ともに、速やかに市に報告すること。 

エ 災害発生時には、利用者及び施設等の被害状況について、市に報告すること。 

オ 家具備品等の転倒防止の徹底をするなど、震災対策をすること。市有財産が天災そ

の他の事故により、全部又は一部が壊れた場合、その報告をすること。 

カ 閉所時には、育成室の片づけ、キャビネット、ロッカー室等の施錠を徹底し、個人

情報等の管理を適切に行うこと。 

 

（５）施設及び設備の維持管理に関する業務 

指定管理者は、施設及び設備を適正に維持管理し、児童が安心して利用できるよう、

以下の事項を行うものとする。 
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① 施設及び設備の保守・点検 

次に掲げる施設及び設備の日常点検、法定点検、定期点検等により、保守管理を行い、

点検報告書等を市に提出すること。 

業務名称 内容 備考 

空調設備保守点検 
⚫ 日常的な点検 

⚫ フロン排出抑制法に基づく簡易点検 

３カ月に１

回以上 

非常通報装置（学校

110番）保守点検 

⚫ 毎月１回機械保守点検 

⚫ ３カ月に１回巡回保守点検 

３カ月に１

回以上 

自動ドア保守点検 ⚫ 自動ドアの保守点検 年１回以上 

①  備品及び消耗品の維持管理に関すること 

ア 備品の保守管理 

施設の運営に支障をきたさないよう、備品の管理を行う。また破損、不具合等が

発生した時には、速やかに市に報告をすること。 

イ 消耗品の保守管理 

施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜購入し、管理を行う。

不具合の生じたものに関しては随時更新をすること。 

ウ 震災対策等 

家具備品等の転倒防止の徹底をするなど、震災対策をすること。市有財産が天災

その他の事故により、全部又は一部が壊れた場合、その報告をすること。 

②  施設の破損及び滅失の届出 

指定管理者は、利用者が施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市

長に届け出なければならない。 

 

（６）光熱水費 

下表のうち指定管理費で支払うものに該当するものについては、指定管理者が、指

定管理費のなかで支払うものとする。また、光熱水費の使用に関して節約に努めるも

のとする。なお、電気・ガスの契約会社を変更する場合は、事前に市の承諾を得るこ

ととする。 

 上下水道費 電気 ガス 

第四日吉町学童保育所 ○ ○ 〇 

  ※「○」は指定管理者が支払うものとする。 

 

（７）その他業務 

   上記業務の他、施設管理に付随する業務として次に掲げる業務を行うものとする。  

① 月次報告 

指定管理者は、下記項目の月ごとの報告すべき内容を市が指定した様式等で翌月10
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日までに報告するものとする。 

ア 学童保育所 

（ア）学童保育所の児童の登録者数及び利用状況 

（イ）当該月における当該施設に従事する職員名簿 

（ウ）当該施設に従事する職員の出勤簿及び日々の職員体制（勤務時間帯等）が確認で

きる勤務状況表 

（エ）当該月における保育のまとめ 

（オ）保健記録 

（カ）当該月の行事等の実施報告書 

（キ）当該月翌月の行事等の計画書 

（ク）保守点検などの報告書（実施した場合） 

（ケ）学童クラブ費の調定表 

イ その他 

（ア）施設、設備の定期点検や第三者に委託した業務の実施状況等に関する報告書 

（イ）その他、指定管理業務の適切な実施を確認するために必要な事項に関する報告書 

② 年次報告 

指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、管理業務に関する事業報告書を市に提

出するものとし、事業報告書には、次の項目を記載するものとする。 

ア 管理の業務の実施実績 

イ 提案事業の実施状況 

ウ 利用状況 

エ 管理に要した経費の収支状況 

オ 苦情対応に関する記録 

カ 利用者アンケート調査結果 

キ その他管理の実態を把握するために必要な事項 

 

７ 運営に関する留意事項 

（１） 施設の利用促進を図るため、施設案内パンフレット等、必要な媒体の作成及び積  

極的かつ効果的なＰＲや情報提供を行うこと。その際、施設内や案内パンフレット

等に、指定管理者により管理運営されている施設であることを表示すること。 

（２） 飲食物提供や行事等における衛生管理・アレルギー対応に留意すること。 

（３） 国分寺市子どもいじめ虐待防止条例（平成26年条例第６号）の目的を理解し、児

童が安心して過ごすことができる環境を整備するとともに、虐待の未然防止及び

早期発見に向け、関係機関との連携を図ること。また、職員は、児童のいじめ虐

待に関する研修に参加する等、知識の習得等に努めること。 

（４） 同じ小学校区の既存公立学童保育所との連携や交流を安全面に配慮しながら積極
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的に図ること。 

 

８ 指定管理の期間 

   令和８年４月１日から令和11年３月31日までの３年間とする。 

 

９ 指定の取消し 

      市の指示に従わなかったとき、その他管理を継続することが適当でないと認められ

るときは、市は指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

この場合において、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の

停止を命じた場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、市は、そ

の賠償の責めを負わないものとする。 

  指定の取消し等の原因となる事由としては、以下のようなものがある。 

(１) 学童保育所条例又は協定書の記載内容に違反した場合 

(２)  地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく報告の要求又は調査に対して、これ 

に応じず、又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げた場合 

(３)  地方自治法第244条の２第10項の規定に基づく必要な指示に従わない場合 

(４)  当該施設の指定管理者募集要項に定める資格要件を失った場合 

(５)  申込み時に提出した書類の内容に虚偽があると判明した場合 

(６)  指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著し 

く困難になったと判断される場合 

(７) 法令違反等により当該指定管理者に管理業務を継続させることが社会通念上著し 

く不適当と判断される場合 

(８) 指定管理者から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止の申出があ 

った場合 

(９)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条に 

掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成24年条例第21号）第２条に掲げる 

暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが判明した場合 

(10)  その他市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める場合 

 

10 文書の管理・保存の徹底 

指定管理者は、業務執行上作成し、又は受領した文書について、国分寺市文書管理規

則（平成12年規則第30号）の規定に基づき、適正に管理・保存しなければならない。ま

た、指定管理期間終了時には、当該文書等を市の指示に従い引き渡すこととする。 

 

11 情報の公開 
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指定管理者は職務において作成し、又は取得した管理･運営に関する文書等について、

国分寺市情報公開条例及び保護法を遵守し公開しなければならない。 

 

12 個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護 

指定管理者は、保護法の規定による個人情報の適正管理及び情報セキュリティの保護

に必要な措置を講じなければならない。 

また、指定管理者に係る管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ない。 

 

13 秘密の保持 

指定管理者と指定管理者に係る管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に

漏らしたり、自己の利益のために利用したり、不当な目的に利用してはならない。その職

を退いた後も、同様とする。 

 

14 原状の回復 

指定期間が満了したときは、速やかに当該施設及び付帯設備を原状に回復しなければ

ならない。指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命ぜられたときも同様とする。た

だし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。 

 

15 損害賠償義務 

指定管理者の責に帰すべき損害が生じた場合は、指定管理者は損害賠償義務を負う。 

また、市が賠償したとき、指定管理者の責任に帰すべき場合は、市は指定管理者に費

用を求償することができる。 

 

16 苦情等への対応 

（１） 運営責任者を苦情対応責任者として配置し、他職員とともに利用者からの問合せ

や苦情対応等に対応すること。 

（２） 施設利用者や近隣住民等との間に苦情などの問題が発生した場合は、指定管理者

は誠意を持って対応に努めること。指定管理者により対応が困難な場合は、その

経緯を速やかに市へ報告し協議の上対処すること。公の施設を管理していること

を十分認識し、苦情処理等に当たっては、金品等による解決を図ってはならない。 

（３） 苦情等の事後処理については、発生から解決までの対応記録を作成し、指定管理

者内で記録を回覧して意識の統一を図ることとする。指定管理者は市へ対応記録

により報告するものとする。 
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17 利用者アンケート調査の実施 

（１） 指定管理者は、施設利用者の満足度を把握し、管理業務や事業等の改善と評価に

活かすことを目的に、毎年度利用者アンケート調査を実施するものとする。 

（２） 利用者アンケート調査の内容及び実施方法・時期は、毎年度市と指定管理者にお

いて協議し決定するものとする。 

（３） 利用者アンケートの結果については、調査実施後速やかにその内容を市に報告す

るものとする。 

 

18 事業実施状況自己評価の実施 

（１） 指定管理者は、協定書、仕様書及び事業計画書に基づき事業が遂行されているか、

自己評価を実施するものとする。 

（２） 指定管理者は、自己評価の結果を管理業務や事業等に反映するとともに、著しく

低い評価となった事項がある場合は速やかに市に報告するものとする。 

（３） 自己評価の実施結果については、事業報告書に添付して市に報告するものとする。 

 

19 業務実施に付随して指定管理者が行う事項等 

（１） 職員研修 

業務遂行のために必要な職員研修を適宜実施し、円滑な業務の運営の確保を図

ること。 

（２） 管理責任の備え 

管理責任に係る保険等は、指定管理者が加入する。  

（３） 指定管理開始前の準備 

指定管理者の決定を受けた者は、円滑に業務が行えるよう、指定管理を開始する

日の前に、管理運営に係る事前準備を行うとともに、従前に管理を行う者から市

の立ち会いのもとに必要な引継ぎを受けるものとする。また、事前準備期間中に

発生する光熱水費及び通信にかかる回線・機器等設置費用、通信費等を負担する

こととする。 

（４） 指定終了時における措置等 

指定期間の終了、指定取消し等により、指定管理者の指定が終了となる場合

は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、業務の引継ぎ

を行うとともに、必要なデータを遅滞なく提出しなければならない。  

また、市が認めるものを除き、指定が終了となるものにより、原状回復措置を

行わなければならない。 

 

20 災害等緊急事態に対する対応 

（１） 災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報についての対応
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計画及びマニュアル、安全計画を作成し、職員に周知を図るものとする。 

（２） 災害等緊急事態の発生時には、的確に対応するとともに、市に、速やかに状況報

告をすること。なお、災害等緊急事態発生時にあっては、公の施設の管理者とし

て市に協力を行うものとする。 

 

21 指定管理に係る経費 

（１） 指定管理の経費等 

市は、指定管理者が申請の計画で提示した業務を実施するために必要な経費額

をもとに、指定管理費、支払時期及び支払方法等を協定で定めて指定管理者に支払

う。 

（２） 指定管理の対象経費 

指定管理者の対象とする経費は、次に掲げるものとする。 

① 人件費（職員に係る給与、手当、社会保険料、雇用保険料、職員健康診断料等） 

      ② 事務費（消耗品費、印刷製本費、通信費、使用料・賃借料、保険料、その他） 

③ 管理費（光熱水費、修繕費、警備費、設備保全費、保守点検委託料、細菌検査等） 

④ 運営費（教材費、図書・文具費、副食費、原材料費、報償費（講師謝礼等）、

遊具等購入費、日常活動経費及び行事活動経費等） 

⑤  一般管理費 

（３） 指定管理費の管理 

指定管理者は、市から支払われた指定管理に係る経費の専用口座を設けるとと

もに、帳簿を備え付け、適正に管理する。 

 

22 環境配慮 

  国分寺市グリーン購入基本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき、可

能な範囲でグリーン購入に努め、環境に配慮するものとする。 

 

23 その他 

この仕様書の内容に疑義が生じた場合、定めのない事項があった場合又はこの仕様書の

内容を変更する必要が生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、定めるものとする。 



 

第四日吉町学童保育所開所予定地（旧：権利擁護センターこくぶんじ） 

住所：国分寺市日吉町３－２９－２４ 

 

 



 

 

平成 20 年築 鉄骨造・平屋・延床面積 90.52 ㎡ 
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*施設の設置目的に対する理解や公共性.平等利用についての考え方

I放課後児童健全育成事業の運営理念
私たちの想い

保護者が安心して託せる、こビもが笑顔になれる居場所の創造

《♦学童保育所は保護者が労働等により昼間家庭にいない児童【こ、

放課後に遍切な遊び及び生活の場を提供しこビもの状況や発達

段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業です。私たちは、

児童の育成は大人の視点だけでな〈、こビもの植利条約を踏まえ、

こビもの幸せを第一に考えてこビもの利益力ぐ最大限に尊重され

るよう配慮するこヒが大切であるヒ考えます。

♦私たちの考える学童保育所は、働〈保護者にヒっての使い勝手だ

けではな〈、こビもが喜んで笑顔で通う姿があってこそ、保護者も安心して我が子を託すこヒができるものヒ考

えています。私ちち自身力ぐ、我が子を安心して託したくなる、そしてこビもたち力ぐ每日学童保育所に来たく

なるような、理想の学童保育所を作リたい、そんな思いで私たちは本事業に携わっております。

《♦さらに、学童保育所は保護者が働〈家庭だけに必要ヒされるものではな〈、子育ての孤立化等の問題を踏まえ

て、「すべての子育て家庭を支援する視点Jに立って行うべきものヒ考えています。学童保育所利用者だけで

はなく 、地域社会ヒの交流や連携、情報提供を行い、地域の子育て支援拠点ヒなるこヒを目指します。

以上の想いに基づき、本事業においては以下の運営理念.方針.目標を定め運営します。

逼営理念

こビもの明日を育み、今日を支える。

私たちは、こビもたちが毎日を豊かに過こせる保育.育成を通じて、明日

をたくまし〈生きる力を育みます。そして、ニビもの健やかな成長を願うご

家庭や地域社会ヒのコミュニケーションを大切にしより良い今日をサボ

-\'Lt̃to
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*団体等の経営状況の安定性

I財務諸表(財政健全性)
弊社は過去の決算や業績において、客観的な評価をするために税理士による経営状況評価をしております

評価内容について、税理士作成の評価書の概要を以下に記載します。

i*; nl

; '.・
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*進んで団体等の情報等を公表しているか

I情報公開への対恣
弊社は公的な施設の運営受託者ヒして情報公開に対する取リ組み方針を以下の通リ定め運用しておリます。

I市民の権利の尊重及び配慮
・情報の公開を求める市民の権利が十分尊重される事を理解し逢用します。またその際、個人に閲する情報が

みだリに公開されるこヒのないように、最大限の配慮をします。

I管理運営の透明性
・逗営方針及び年次事業計画、事業報告にっいて、閲覧希望者に可能な限リ情報提供を行い、運営の透明性

を高めます。また、利用者からの意見.要望.クレームに対しては、公開請求の有無にかかわらず、施設内掲示

板に回答書を掲示するか窓口にて閲覧に供するかの方法で説明貴任を果たします。

I公の施設の管理に関する指定管理者の保有する文書公閲
・本施設に従事する者が職務上作成しまた取得した文書等に対して「文書等公閲請求書Jが提出されたヒき

は、必要に史じ当該自治体所管課等ヒ協議し情報公開条例等の趣旨に則り、受託者の貴で全部公開、・

部、又は全部非公開、若し〈は文書等の存否を明らかにできないこヒを判断します。

・また、受託候補者に選定後には、情報公開の対象ヒする文書及び企業情報ヒして当該自治体「情報公閲条

例Jの非公開対象文書ヒなるものを分別し協定書上で明確化して「文書等公開請ま書」への対応について

共通理解を持ちます。

文書公閲に関する苦情の申立ての対ほ

指定管理者が行った公開の可否等の決定【こ、公開請ボ者から苦情の申立てがあったヒきには「苦情申立報

告書」を当該所轄課に提出しその内容について協議しゆ分決定後は速やかに苦情申立者に対してゆ分

内容を速絡します。

ホームページ等での情報発信

弊社及びグループ会社のホームページにおいて、随時事業や運営に係る情報を更新しています。

自治体や利用者等が弊社について理解し安心して運営をお任せいただけるよう、具体的な運営内容や取組み

を広〈情報を発信しています。

5
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労働基準法の遵守

弊社では、労働基準法tこ基づき、労働時間、年次有給休暇、時間外労働等の労働条件や職場内における規律

等を定めた雇用形態別の就業規則を策定し社員・バートナー等に周知しています。また、仕事だけではな〈、プ

ライベートも充実した人生を歩めるように、以下のような取組みを通して、ワーク・ライフ・バランス支援を行ってお

ります。

I健康経営優良法人ぼ)2024の認定
・長期的な安定雇用を目指した社貢の健康増進支援を行った結果、令和6年3月I

I日付けで経済産業省及び日本健康会議の選定する「健康経営優良法人2024

(大規模法人)」の認定をソシオークホールディングス株式会社にて受けておリま

す。本認定は2021年よリ受けており、4年速続での認定ヒなります。

・s£�ま康終営優良'aズ
….�’ doo Ih ond pmd"fliw■か

※健康経営優良法人認定制度ヒは

経済産業省ヒ日本健康会議が、特に優良な健康経営を実践している法人を認定する制度です。健康経営に取リ組む優良な法

人を「見える化Jするこヒで、健康経営優良法人が社会的に評価を受けるこヒができる環境を整備するこヒを目的ヒしています。

社貢浦足度観査

はたらく仲間に「歓働」をもたらすこヒを経営理念【こ、每年、従業貢満足度(Es)調査に取り組ん経営計画

発表会で全事業所【こ結果分析を発表しさらなる向上・是正改善に取り組んでいます。

育休取得

「育児.合護休業等に関する規程Jが定められ、育休'産休の取得率はほぼ100%です。女性だけではなく

男性職員の取得も進んでいます。休業中も社内報等を自宅送付するなビ復帰への不安を減らし産休復

帰祝金制度を設け、復帰を歓迎するこヒを制度ヒしても示しています。

えるぼし(3つ星)企業の認定

えるぼし認定ヒは、女性活躍椎進法に基づき、一般事業主行動針画の策定'届出を行っ

た企業のうち、女性の活躍推進に閲する取リ組み実施状況の優良な企業が、厚生労働

4-�4-

大臣により認定を受ける制度てす。「採用J 「継続就業」「労働時間等の働き方J 「管理

職比率」「多様なキャリアコース」の5項目に基づき、企業の取り組み実績が全3段階で

評価されます。

を ぶ.
\ゾ

弊社は、5項目の基準の全てを満たしているため、最高位である3つ星で認定されました。

女性活躍推進の収リ組み

弊社では、現在、社貢の8割強を女性社員が占めています。女性の働きやすい会社作リに取り組んでおり、

産休.育休や結婚、ご家族の介護なビライフスタイルに合わせて時短勤務や勤務地の変更等、柔軟な働き

方を選択できます。今後も、女性社貢のさらなる活躍を推進するために取リ組んでまいリます。

7
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貴市及び近隣自治休における運営実績

弊社運営施設と連携し質の向上、安定的な運営を実現します。

♦弊社は貴市及び近隣自治体において、公殺民営の学童保育所.児童館等をI 3自治体

います。

運営して

《♦その内、国分寺市内では、児童館,施設、学童保育所5施設、親子ひろばI施設(ひかリ児童館、第一光町

学童保育所、第二光町学童保育所、寧三光町学童保育所、第四光町学奪保盲ザ、第三象巧ぎ童傳育巧、西

部地区拠点親子ひろぱ)を逢営しています。

《♦そのため、プログラム等の合同実施や情報.事例共有、人財交流、欠員や行事の際の史援体制がヒりやすい

地域です。

♦本施設受託の際には、市内の当社受託児童館、学童保育所等ヒの連携、情報共有をヒりながら質を高めあう

ヒとも【こ、安定的な運営を実現いたします。

▼市内及び近購自治体の受託実績

奥多摩町;

学童 2施設

子ビも教室2施設

ザル>

学童

'、ブIJ、ン�

1祐設

ぽ設

学童 4施設

児童館 3施設

子育て支拔I施設

瑶穂町 学童8施設

0の出
学童2施設羽村市

学童

あきる野ホ子ビも教室2施設

A王子市

学童 4施設

子ビも教室2族設

潰菊市轉 7�
.... l. 児童館 4施殺

学童 3施設采村山ホ,ぐ久留来ホ居場所づくリI施設
,児童館 f施設・ .-'

3施設福生ホ子ビも教室3施設: { 学童 I7施設

立川市
小平ホ

児童館 3施設

子ビもた場15施設

昭怒市 a

簡な市

日野市

学童I施設

-'学童 5施設

児童館 I施殺

子育て支援I施設

府中市

学童8施設
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・:*こビもや家庭を取り卷〈環境が大き〈変化する中、こビも自らの「育つ力」ヒ家庭の「育てる力」を社会全体

が支援するこヒが必要ヒなっています。学童保育所は、保護者の仕事ヒ子育ての両立支援であるヒ同時に、

児童の健全育成のための重要な役割を担う事業であリ、次世代を育成する極めて大切な事業であるヒ捉え

ています。

*:»今回の学童保育所運営事業者公寡は、提供するメニュー内容の充実なビ、更なるサービスの向上が期待さ

れているヒ理解しておリます。民間ならではの知恵ヒェ夫を活かして、設置目的に合致したサービスの向上を

実現いたします。

*:*私たちは、学童保育所運営において、大人の視点からのみならず、こビもの権利条約を踏まんこビもの幸せ

を第一【こ考えてこビもの利益が最大限に尊重されるよう配慮するこヒが大切であるヒ考えます。学童保育所

の職貢は、学校の教師ヒも親ヒも逢う、こビもたちの最も身近にいる大人です。私たち自身が、こビもたちの

信頼に応えられる大人てありたいヒ心がけています。

*:»働〈親にヒっての使い勝手だけではな〈、こビもゲ喜んで笑顔で通う姿があってこそ、親も安心して我が子を

託すこヒが出来ます。私たち自身力ぐ、我が子を安心して託した〈なる理想の学童保育所を作リたい、そんな思

いで私たちは、本事業に携わっております。

I国分寺市への理解ヒ想い
♦ン国分寺市人ロビジョン(第3版)によるヒ、国分寺市は、直近30年間、一部期間を除き、概ね人口増加傾向

が続いています。特に、2018年から2023年までの直近5年間の人口増加率は5.4%ヒなっており、多摩26

市の中で最も高〈なっています。また、これまで横ぱいだった「0歳～14歳」の人ロカぐ20 I 6年以降は継続し

て増加傾向になっています。さら【こ、国分寺市子ビも若者.子育ていきいき計画に関するアンケート調査結果

によるヒ、近年の母親の就労状況については、就業率が年々増加するだけでなく、 「フルタイムJの割合が増

カロしているため、今後も学童保育所の利用ニーズの高まりが想定されています。

*�*さらtこ、小学生の保護者(母親)の就労希望について、「一番下のこビもが『10歳バこなったころに就労した

い」ヒいう声が最も多〈なっており、学童保育所卒所のタイミングで就労を望む声が高まっているこヒからも、

学童保育所は児童館や放課後子ビも教室、地域住民等ヒ連携を深め、地域ぐるみでこビもたちの安全安心

な居場所づ〈りを行ってい〈必要があるヒ考えています。

♦ン国分寺市は、「国分寺学Jヒして、こビもたちが主体的に地域ヒ閲わり、地域に根差した探究的な学習を進め

ることによリ、「課題解決力」「コミュニケーションカ・協働力」「社会参画力」に関する資質’能力を育むこヒ

を目指す学習を推進しています。また、今回の第四日吉町学童保育のこビもたちが通う第五小学校は、地域

ヒの関わりを重視した教育活動を行い、「地域で育ち地域の一員ヒしての自覚ヒ、将来地域に貢献しようヒす

る高い志をもったJこビもたちを育むこヒ【こ努められています。

«:*これらの国分寺市及び第五小学校の想いヒ取組みは、弊社が学童保育所運営にあたって重視している、地

域に根差した事業運営「土着化Jに繁力ぐるものであるヒ考えており、前述の地域ぐるみでこビもたちを見守る

意識の醸成ヒ安全安心な居場所づくリに貢献できるヒ考えています。

♦ン国分寺市子ビも若者・子育ていさいき針画(令和7年度̃令和II年度)の基本理念「子育てヒ子育ちでひ

ヒがつながリ子ビもや若者一人ひヒリが自分らし〈将来にわたって幸せに暮らせるまちJづ〈りに寄与したし、

ヒ考えています。
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I世代間交流プログラム

地域の高齢者を迎えての交流プログラムや、ボランティアによる囲碁.将棋クラブ’生け花教室.茶道教室等を

実施しています。また地域の高齢者施設の行事に児童が制作した手作リのプレゼントをお贈リするなビの交流

も実施しています。

身体を育むプログラム

I休力増強プログラム
児童の体力は新型コロナウィルス感染症拡大以前の水準より低〈、運動習慣においても、体育の授業時間以タト

に運動をする時間が減っているこヒが報告されています'ス。弊社は、学童保育所の活動の中で楽し〈身体を動か

す機会をつ〈り、運動するこヒの喜びを味わうこヒで、生きる力の基盤ヒなる健やかな身体づ〈りを目指します。ま

た、こビもたち自身が企画するスボーツ・遊びのイベントを実施したり、ドッチビー、なわヒび、ボール遊び等も取り

入れ、こビもたちの希望や季節.地域に合わせた遊びを随時行います。
※スボーツ庁「令和5年度全国体力・運動能力、運動習慣等の結果(概要)について」より

その他のブログラム

その他にも、季節に応じたプログラムや保護者.地域の方ヒー緒に交流を楽しむプ

ログラム、地域の施設(ェ場)見学なビ多様なプログラムも実施します。

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。

13
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I発達段階の特徵を踏まえた支援環境の設定

発達は個人差も大きいため、支援内容は一人ひヒリのこビもで異なりますが'、こビもの発達にたじた遍切な環境

設定・支援を行います。

國学童保育所における児童ヒの関わり方

・学童保育所におけるこビもたちの遊びに支援員が関わるこヒは、こビもたちの心理に大きな影響を与えるこ

ヒを理解し遊びを豊かに、そして安心して行うこヒができるようにするため【こ、支援貫は個々のこビもの状況

や集団に合わせて多様な関わリ方をするこヒを心がけます。

・また、支援貢は学校の教貢や保護者とも違うこビもたちの最も身近にいる大人です。大人ヒの安定した信頼

関係のもヒで、こビもは「遊び」「学習Jなビ

の活動、十分な「食事」「休息」が保註される

こヒで、安心して生活し育つこヒができるヒ

いうこヒを理解しこビもたちの信頼にたえら

れる大人てあるこヒを心がけます。

・いじめの防止ヒ早期発見のための取組み

・いじめは重大な人権侵害であリ、こビもの心の育ちを阻害する要因であるこヒを認識し以下のようないじめ

の防止ヒ早期発見の取組みを実施します。

・入室時にこビもの表情や友逢同士のやり取リの中で異変がないか支援貢が意識的に注意を仏います。

・学校で実施するいじめアンケートに合わせ、学童保育所においてもいじめアンケートを実施しいじめの早期

発見に努めます。いじめの可能性がある場合は学校に共有し連携して対史をします。

・トイレなビの密室や死角ヒなリやすい場所なビは、いじめを誘発-見逃す可能性があるため、施設特徵に合わ

せて支援員の目が行き届〈環境設定に努めます。

・ 「なんでもそうだんばこ」を設置しこビもが一人で悩みを抱えてしまう

ことがないよう、直接相談しづらいこヒであっても支援員に伝えやすく

する取組みを行います。

・いじめ等の見落ヒしがないように予ほヒ遍切な対にをヒリます。こビも

たち自身の人権意識ヒ思いやリの心を育むために閲発された

の実施も検討します。

・『こビも会議』の積極的な実施

・学童保育所はこビもが主役の居場所です。こビも基本法第三条3項におい

て、こビもの意見表明権の保障が明記されております力ぐ、弊社では以前よ

り、学童保育所でこビもの意見を反映する取組みヒして「こごも会議」を積

極的に実施しています。

・ 「こビも会議」では、活動のルールやイベント企画なビについて、「こビもたち

が話し合い、計画う準備=>実行夕振り返り=>改善」ヒいう方法をヒり、こビ

もたちは、「やらされている」のではなく、自ら積極的に取リ組む活動の主体

ヒしての役割を渠たします。

・年齢によって、児童の取り組み方は多様ですが、それぞれの年齢.発達段階

に史じて十分に主体的にま動できるように支援します。(右の菩真は実際に

「こビも会議Jで出た図書の整理整頓を実施している様子です。)

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公閲において不閲示を求めます。
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I学童保育所外における活動時の安全対策

第四日吉町学童保育所は「こばヒ公■」等で外遊びをするため、日頃から以下の安全対策を実施します。

・施設外ま動時は、万一の事故の際tこ、事故対史をする者ヒ他の児童を保護する者が必要ヒなるため、職員

が2名以上付き添います。行き先ヒ帰着予定を「活動表Jに記入し必ず携帯電話を持って出かけます。

・緊急事態発生時には、児童を安全な場所に保護し必要に史じて速やかにた急処置や病院への搬送を行

し、ます。速やかに、法人本部や市、保護者等へ連絡します。

・-'!・

事前に必ず気象情報を確認する。

特に、雷、ゲリラ豪雨等tこ注意し落雷や川の増水、土砂崩れ等の危険を回避する。

警報等の情報を的確に収集し発生状況によって屋外活動を控える。

屋外での帽子の着用ヒ水分補給の指導を行う。

同行する職貢は携帯型熱中症計を身につけ、遍宜、支援貢が休憩指示を出して、こビ

もたちを木陰等で休憩させる。

I登所・降所時の児童の安全管理

第四日吉町学童保育所は小学校外施設で、第五小学校からはこビもの足で徒歩10分程度の場所にあり、周

辺は住宅密集地で道幅が狭〈拔け道ヒして利用する車が多い特徵があリます。そのため、学童保育所におい

ては、登所.降所時のこビもたちの安全管理は重要な役割ヒなります。4月から約2か月は、新I年生が安全に

登所できるよう、小学校まで職員が迎えに行き、学童保育所まで引率をします。また、こビもたちヒ学童保育所

周辺の安全マップを作成したり、帰リの会なビで安全指導を行うなじ日頃からこビもたちへの安全意識醸成

を図ります。その他、特に注意が必要と思われる箇所における、安全管理への考えヒ方針は以下の通りです。

注意箇所①：死角になリやすいT字

学校の通学路から第四日吉巧学童保育所方面へ右折する地点にT字路があり、車の往来が見えに〈く道幅も

狭い場所になっています。ミラーカぐ設置されていますが、こビもたちの背文からは高い位置にあるため、左右か

ら車等力ぐ〈る可能性をこビもたちに周知し立ち止まって安全を確認した上で右折するように指導いちします。

注意箇所②:押しボタン式信号の横断歩道

押しボタン式の信号付き横断歩道を渡って〈る必要があるため、必ずボタンを押して車が停止したこヒを確認

してから横断するようにこビもたちに指導をいたします。

▼登所・降所時に注意が必要な箇所マップ

熊野神社通リ
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危機管理方針③再発防止を国るために事後の処置を徹底する

・�-本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。

糸本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます
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※本提案は弊社の知的財産を含む内容てあるため、情報公閲において不開示を求めます

管理上の不具合や小さな問題の報告

日常の維持管理や定期的な保守点検なビにおいて、施殺.設備の不具合なビの小さな問題を発見した場合

は、一元的に記錄した上で、速やかに市に報告します。

簡易なものや迅速な対店が必要なものについては、報告時の市ヒの協議に基づいて、弊社で補修等の対応

を行います。

備品の入れ替えが必要な場合や大掛力、リな修繕ゲ必要な場合は、菩真を添付した報告書・要望書を提出

し修繕等の対史に関する協議を行います。

�修維への対応ブロー
自社で可能
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*利用者への対たマニュアル'社貢教育独自マニュアルの整備(利用者へ平等利用は確保できている力、)

Iマニュアルの整備
・学童保育所は、こビも.保護者、近購住民、学校、その他関係機関なじ日頃から連携や交流を図るヒトが幅

広く、こビもたちの安全.安心のためには協力的な閲係性を構築するこヒは重要です。その上で、職貢の接し

方.閲り方は信賴関係に大きな影響を与えるこヒを理解し弊社では、こビもや保護者への接し方等育成支

援の基本を定めた「支援貫業務マニュアルJをはじめヒする下図の各種マニュアルを整備し職員に周知.

研修を行うヒヒもに、マニュアルの内容は每年改訂を行っています。

・その他、「保護者対た研修」「学校-地域ヒの速携研修J 「クレームに繁げないための行動理解」「人前で話

す力を養う研修」なビ、利用者や地域、関係各所への対店方法を学ぶ研修を実施し職貢の対史力強化を

図っています。

糸本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。

I職真の身だしなみについて
児童育成を担う職員であるヒいう自覚ヒ貴務を認識し日々真摯に業務にヒりみます。また、近隣の住民や学校

関係者、保護者なビ多〈の方ヒ関わるため、日頃から服装や身だしなみを整えて業務に取リ組みます。
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苦情への対從

苦情に対し直接対応が可能であれば、責任者以下職員が迅速に対応します。謝罪した

上で、状況の把握に努め、問題の認識に能酷のないよう、随時内容や双方の認識を確

言,ミ、します。弊社の対応に問題があれば、再度謝罪するヒヒもに、速やかに再発防止策を

講じます。勘違いなビ、当方に起因するトラプルではなI 、場合は、改めて詳しくご説明し

誤解や勘違いを与えた点を遍切に解消できるような対たを心がけます。

苦情やクレームが発生した場合は、下記のように状況確認や本人への謝罪ヒいった一次対ただけではなく、

根本原因を取り除〈二次対応にも努め、苦情やクレームが起きない運営を目指します。再発防止の観点力、

ら、職貢全体に苦情に対する情報共有を図り、再発防止策や改善策を周知徹底します。

苦情の対恣方法

第三者委員含む苦情解決制度

・運営する事業所において第三者委員を含む苦情解決制

度を設け、入口付近に掲示する等利用者に周知しておりま

す。当事業においても、貴市ヒ協議し第三者委貢を含む苦

情解決制度を設置します。

IS0900 I品質マネジメントシステム

・ IS0900 I品質マネジメントシステムの「顧客浦足管理規定Jにより、寄せられた声を「顧客情報受付票

/是正処置計画書」の様式で、内容・対た及び処置・原因・是正処置案・是正ゆ置予定日・是正ゆ置完

了の確認・確認予定日を記錄し本部に報告します。

・本部は報告内容を精査し現場事案か本部事案か外部サボート事案かを判断し対ゆ・改善措置を実

施します。さらに改善策が有効か否かの効果確誌も実施します。

苦情対たフロー

本部との速携

・苦情の内容や対店予定、調査結果等を本部ヒ随時共有し対史や調査について指導・検紅します。

ホヘの報告

・市に対して正確に報告をします。重大な場合には即時かつ随時報告を行い、市との速携の上、真摯に対

史いたします。

事後対廣

・申告者に対し経過等の記錄や意見によリ改善された点や再発防止策なビを確認できる形で報告する

ヒヒもtこ、全職員で共有します。
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研修計画

OJT

日常業務の中で知識・技能.意識の向上をはかリます。

Off-JT

・事業に従事する者全員の知識.技能.意識の統一をは力、り、チームワークづ〈りに努めます。また、人ヒ接

する職業ヒして相史しい接遇-対史ができるように、マナー研修-傾聴トレーニング'個人情報保護研修.

救命救急講習等を実施しています。数多〈の研修機会を設け職員に自己研鎭機会を提供しています。

・さらに当社が作成した をもヒに配属時研

修を必修ヒしています。

・年間の研修計画例については下表の通リです。任意で受講したい研修を選択するものヒ、全貢必修で実

施するものに分けられます。パソコン上で研修が受講できるzoomでのオンライン研修も整備しておリ、

全職貫がビこでも学べる環境を提供します。

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公閲において不開示を求めます。
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弊社は個人情報保護法に関する法令等を遵守するためにグループ内共通ルールヒして、個人情報取扱規程.

情報セキュリティ規程.特定個人情報取拔規程を定めています。そして、各種規程に沿った現場での対史方法を

示した「個人情報取扱マニュアル」を作成し以下に記戴する体制のもヒ、遍切な逼用に努めます。

個人情報保護休制

IS02700 Iに基づく個人情報管理体制

・公的サービスの受託運営者ヒして個人情報保護を重要な責務ヒ位置

づけ、弊社が取得する国際規格IS02700 I情報セキュリテイマネジメ

ントシステムの基準のもヒ、以下の「個人情報に関する基本方針」で運

用します。

慈
/

JQA-IM1537

日頃より個人情報の取リ拔いを重視し個人情報保護法および「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記

事項」等に基づき、「個人情報取拔規程Jを定めます。

全ての職真に個人情報保護研修(採用時研修：I回(入社誓約書も提出)、定例研修:年

し個人情報の取り扱いヒ秘密保持義務について十分な理解のもヒで厳格に管理します。

回)を義務化

ra � ・・',・ "f

I.個人情報の取得は、適法かつ遍正な方法で行い、利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。

2.あらかじめ明示した範囲および法令等の規定に基づく場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得る

こヒな〈外部に提供しません。

3-個人情報を遍切に管理し漏残や滅失、き損等を防止するため、遍切な措置を講じます。

4.自己の個人情報について、訂正や削除等の申し出があった場合には、速やかに対応するヒヒもに、個人情

報の取り拔いに関する苦情があったヒきは、遍切かつ速やかに対史します。

漏浅防止対策

個人情報管理体制

・個人情報の遍正な管理を推進するため、責任者を個人情報

保護管理者ヒして設置するヒヒもに、本部内に、個人情報に閲

する苦情・相談窓口を設置します。

・補助員も含めて、利用申込書の受付等、本施設で利用者に

接する可能性のある全職貢を個人情報取り扱い担当者ヒ位

置づけ、次頁のような取り扱いを撒底します。
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利用者個人情報の取リ抜い(保管等)

�3 _々ホ t

I『

*

*' .'-' r

g"ピ< i

個人情報の保存ヒ廃棄

本施設て保有する個人情報の情報媒体は、紙・データの2通

リです。紙媒体での個人情報は施錠が可能な書庫等に保存

し管理をします。

特に、第四日吉町学童保育所は開所日以外に地域団体等

が施設を利用するこヒがあるため、日頃から個人情報の管

理を徹底するヒヒもに、利用がある前日に再度管理漏れがな

いか確認を行います。

データ媒体の個人情報は責任者のみが扱えるパソコンに保存しバスワード等にて管理します。破棄.廃棄

は溶解もし〈はシュレッダーゆ分ヒします。

児童の暮真や氏名の取リ抜い

ま動の様子等を公開する際は、個人が特定されないよう、顔や氏名がわからない菩真、情報に限定します。

保護者の了解を得た場合のん個人の特定される菩真、情報を公開使用します。

禁止事項の掲示

故意はもちろんのこヒ、過失による漏えい.

紛失.盗難なビを含めたルール・手順を個

人情報取拔規程に定めます。

規程を安易に捉え、遵守を怠るヒ利用者や

市の信頼を失墜する重大な事件に発展する

ヒいうリスクを十分に認識しておリます。

0 f禁止寧圓

fMf-W
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*施設の設置目的に沿って団体が独自に企画し自己の財源で行う事業
※自主事業収支計算書(書式任意)を提出して〈ださい。

I配食サービス
現在、全国的な共働き世帯の増加に伴い、学童保育所を利用する児童も右肩上がリに増えておリます。そのよう

な中で、各家庭の子育てを支援するための多様なニーズに史えてい〈こヒも学童保育所の貴務だと考えており

ます。

学童保育所では、小学校の三期休業日や始業式、終業式なビ学校給食がない期間の昼食は各ご家庭でご用

意していただき児童が持参する場合が多いこヒヒ存じます。お弁当を準備するこヒが負担ヒ感じられているご家

庭も少なくない状況の中であるこヒを鑑ん配食サービスを提供します。

また、配食サービスの利便性を高めるために、オンラインシステムを導入し利用する保護者の利便性ヒ学童保

育所の発注・受注・清算等の事務手続きを簡略化し現場の負担を軽減します。

※弊社が市内て、遥営している学童保育所で既に導入しています。

I配食サービスの概要

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。
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に 二-ぞ：： -

*事業所(団体全体)における障害者雇用率を明記のム当該施設における障害者盾用の考え方を記載

全ての人が尊重される社会の創造

創業者は、下肢障がいを持つ身体障ゲい者でした。「障がいゲあってもなくても、男でも女でも、子ビもも高齢者

も、肌の色ゲ何色でも、全ての人が尊重される社会、会社を創りたい」ヒいう志が創業の原点です。

そのため、弊社ではグループ全体で積極的な障がい者雇用や合理的な配慮に取り組んでおり、職場での環境

整備.本人の障がい特性や能力等に史じた遍正配置.研修会や本部ェリアマネージャーによる支援、職場理解

の促進等、安定した職場環境ヒ業務運営のサボートを進めておリます。

障がい者雇用率グルーブ全体7* 4 I %(令和7年6月,日時点)

・ソシオークグループ会社では、

障がい者雇用率は7,41%ヒ法定雇用率2.7%を大き〈上回る雇用実績があります

・今後も多様な人材が活躍できる安全・安心で誇リの持てる職場環境を提供しSDGSの目標逢成に向けて、

誰もが'健やかに暮らせる社会基盤づくリに貢献して参ります。

グルーブ会社での具体的な取組み

- J
f T ;;

*事業所(団体全体)における高醉者(65歳以上)雇用率を明記のム当該施設における高齢者雇用の考え方
を記載

高齢者(65畿以上)雇用率 ％ (令和7年6月I日時点)

算定根拠： ※(株)明日葉のみの雇用率

・弊社では、こビもたちに学童保育所を通して、幅広い年代の大人ヒ閲わる機会を提供するこヒで、思いやリや

豊かな情緒を育んでほしいヒ考えています。

・そのため、正社貫.無期雇用パートナー社員については、就業規則において定年を65歳ヒ定めていますが、

会社及び本人力ぐ継続雇用を希望する場合【こ70歳まで再雇用するこヒが可能ヒなっています。

・また、有期雇用のパートナー社貫については、I年ごヒの契約更新ヒなリ、フ0歳以上であっても本人の健康

状態や意向に合わせて採用.雇用をさせていただいておリます。
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*事業所における省ェネルギー、省資源、廃棄物削減、グリーン購入の推進等への取組状況

SDGSへの取リ組み

私たちは持続的な成長を実現するこヒを目指し、持続可能な社会を目指す国際目標である''SDGsjに積極的

に取リ組んでいます。''SDGsjヒは, 20 I 5年g月の国連サミットて採択された「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」にて記載された20 I 6年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するため

の17のゴール・169のターゲットカ、ら構成され, 地球上の誰一人ヒして取リ残さない(leave no one behind)

こヒを誓っています。

0 SD6Sへの取り組み
事業部目標I安心して子どもを預けられる学童保育施設の提供

主な取り組み

多数の施設運営により多くの子どもたちに良質な
学童保育の場を提供レこ、も体もすこや力、な子ども-

主な取り組み

多様なバックグラウンドを持つ人Mの積極採用
あらゆる分野で男女平等社会を実現

e
主な取り組み

働く女性が増え、女性の社会進出が進み社会における
男ケ平等参画の怠識醸成

主な取り組み

子育て中の働く女性がライフステージの変化を問わず
働き続けられる環堆盤備された往rづくり

具休的な取組

施設運営における環境への配慮ヒヒもに、こビもたちも環境への意識ゲもてるようなま動ヒして、以下のような取

組みを行います。

Iグリーン購入について
・コピー用紙や筆記用具、セロファンテーストイレソトペーパー等を購入する際は、国分寺市グリーン購入基

本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき、環境負荷の少ない製品を優先して購入するこヒ

に努めます。

'" Jによる節電.節約・ムダ削減の取組み

無駄な照明.冷暖房の使用をな〈すこヒでェネルギー使用量を少しで

も減らしたリ、印刷時に可能な限り白黑印刷・両面コピーヒするこヒで

消耗品の使用を減らしたり、印刷の不要な物は印刷せずにPDF等で

保存したりするなじ環境への配慮を心掛け、日常の管理運営におい

ても常に廃棄物削減に取り組みます。

こビもたちへの環境について考える機会の提供

こビもたちの普段身のまわりで使っているものや、食べもの、飲みものか

ら地球温暖化について考えるイベントを実施しこビもたちI人I人が環境を考える機会を創出しています。
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*地震や火災等の災害が発生した場合の対た

災害発生時の対坊

第四日吉町学童保育所を運営するにあたって、災害発生時においてもこビもたちの命ヒ安全を守れるよう、近く

の地区災害時待避所や地区肪災センターである第五小学校への避難経路を確認するヒヒもに、災害発生時【こ

は下記のような対たを基本ヒして行動します。

I地震発生時
・地震発生時は、児童に対して頭部の保護や、棚やロッカーカ、ら離れるよう指示を出します。非常持ち出し袋に

当日の利用児全員のリストを入れ、特別配慮が必要な児童には職貢がそばにつきます。

・発生後は、児童の点呼を行い、出火や負傷者の有無を確認します。もし出火があったり負傷者力ぐいたリした

場合は消火、救出、救護等を複数の職貢で対処します。

I大規模地震発生時
・震度5弱以上の大規模地震発生後は、道路状況の情報を収集するヒ共【こ、保護者からの問合せに対して

対史します。

・児童だけでの帰宅はさせず、保護者または保護者に指名された代理人への引渡し体制をヒり、確実に引き

渡すまでは各施設でお預かりします。引渡しに関しては、緊急時児童引渡票を作成し保護者への児童の引

渡しに混乱がないようにします。

I火災発生時
・火災発生場所を確認し最も安全な避難経路で児童を避難場所に誘導します。避難誘導時は、児童を落ち

着かせ、/、ンカチを口に当てて身を低〈して移動させるなビの指示を与えます。

・発生後は、名簿により児童の人数確認をするヒヒもに、負傷者の史急手当や保護者への逮絡を行います。ま

た、児童のメンタルケアを行います。

I水害発生時
・水害ハザードマップを常時掲示し安全な避難先に早めに避難し避難先を保護者に知らせ、児童だけでの

帰宅はさせず、保謹者または保護者に指名された代理人への引渡し体制をヒり、確実に引き渡すまでは各

施設でお預かリします。

・引渡し【こ関しては、緊急時児童引渡票を作成し保護者への児童の引渡しに混乱がないようにします。
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その他災害等に備えた取組み

p方火防災管理者の設置

貴任者を防火管理者ヒして消坊計画を策定します。

避難訓練の実施

年間ほ災訓練計画を策定し毎月I回、様マな事態を想定した

避難訓練・ネ刀期消火訓練を実施します。年間防災訓練計画に学

校ヒー体的に行う防災避難訓練を組み込めるよう希望します。

また、内藤’日吉地域連合防災会なビゲ実施している地域の総

合防災訓練に学童保育所ヒして参加しいざヒいう時の、地域の

方々ヒの速携体制を構築します。

避難訓練実施後は、職員全員で改善点がないか反省会を実施

し防災避難訓練実施記錄を作成するヒヒも【こ、次回への課題や

マニュアル改訂の必要なビ檢討します。さら1こ、職貫だけでなくこ

ビもたちの意識を高めるため、グルーフワークヒして避難訓練の

反省や良かった点なビを発表する機会を設けます。

緊急備品の点検・整備の実施

緊急時のた急処置ができるよう、医薬品、包帯等、必要な備品を

常備します。また、医薬品等にも消費期限があるため、チェック表

を作成し每月必ず確認いたします。

防災マップ等の事前確認の徹底ヒ掲示

防災マッス洪水ハザードマップにより、学童保育所周辺の危険個所、避難場所等を事前に確認しておきま

す。令和元年10月に発生した台風Ig号ゲ象徵するように、近年は台風や突然の豪雨等、水による災害

が頻発してk \ます。浸水被害を防ぐためには正確な情報ヒ早めの行動が重要です。

最寄リの避難場所だけではな< 、洪水/ 、ザードマップを事前に確認して施設の周辺で安全な場所ヒ危検な

場所を理解し出来る限リ安全なルートで避難できるよう、洪水を想定した避難訓練等を実施します。ハザ

ードマップは見える位置に掲示し常時確認できるようにします。
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4s学校や地域等ヒの逮携による子ビもの成長過程等に史じた事業展開、保護者への支援、逮携なビ保護者ヒ

の信頼閲係の構築のための取組なビ

I学校との連携
本事業を円滑に逢営するためには、学校ヒの連携は非常に重要です。学校生活ヒ学童保育所の生活はつなが

っていると考えておりますので、貴任者が折に触れて第五小学校の校長先生.副校長先生に報告.連絡.相談を

行うこヒはもちろんです力ぐ、本部職貫も巡回の際に校長先生.副校長先生を訪問する等、コミュニケーションを心

がけ、一丸ヒなって児童育成にあたれる信頼閲係'協力閲係を構築します。具体的な取リ組み例は下記の通り

です。

I日々の連携・共有
・情報の拔け・漏れや重複を避けるため、速携の窓ロヒなる担当者を決めます。

・每月、「おたより(学童保育所だよリなビ)」を届けるヒヒもに、学校の行事やま動の予

定表を確認し考慮した上で計画をたてます。日々の様子を積極的に学校に伝え、学

童保育所への理解が深まるよう努めます。

・気になる児童がいる場合には、学校ヒ情報交換を行いながら見守ります。定期的に

情報交換の機会を持ち、必要にたじて担任や養護教諭、スクールカウンセラー等ヒの

速携がはかれるようにします。

・可能であれぱ、月I回程度、学校ヒ児童館なビ関係機閲ヒ速絡会議定例聞

催を希望します。(右菩真は校長・副校長ヒの定期連絡会の様子)

I緊急時等に備えた連携・情報共有
・東日本大震災では、学校ヒ学童保育所が普段から協力閲係にあったお陰で、

協力して対史にあたるこヒが出来ました。学童保育所の安全.危機管理マニュ

アルを学校側にも提示して、各施設の安全.危機管理システムヒ整合性を持たせてお〈こヒが緊急時に大切

ヒ考えています。

・学級閉鎖や、荒天時の登下校時間変更、休校等、児童の安全にかかわる情報を共有できる体制を築き、安

全に児童を預かれるようにします。

I第五小学校ヒの連続性をもった育成・運営
・第五小学校は、こビもたちが国分寺市や地元のこヒを知リ、好きになるこヒを大切に、そして、「地域で育ち

地域の一員ヒしての自覚ヒ地域に貢献する高い志をもったこビもたちを地域社会に送り出すこヒ」を使命ヒ

して、地域ヒの繁がリを重視している学校です。具体的には、地域.保護者【こよる五小サマースクールの開

催や、内藤・日吉地域連合防災会ヒ逢携した国分寺学の実施、国分寺赤米会による赤米の苗植えや稲刈

リ体験等を通して赤来にっいて学ぶ取組み等、こビもたちゲ地域の方ヒ直接関わり、地域について知る機

会を教育活動ヒして実施されています。さら【こ、令和2年度からコミュニティ-スクールを導入し地域住民や

保護者の学校参画を進め、よリー層地域一体ヒなってこビもたちの育ちヒ安全を見守る体制を強化されて

います。

・そのため、学童保育所の運営においても、地域の一員ヒしての意識をもち、地域の方にイベント等で講師や

ポランティアをお願いしたり、児童館等閲係機閲ヒ交流を行うなじ積極的に地域の方や保護者ヒ交流を

図り、地域ヒー体ヒなってこビもたちの育成に取組みたいヒ考えています。(※詳細はP.46 「地域ヒの速携‘

交流」をご参照〈ださい。)

・また、第五小学校は「考える子～すすんで学び、深〈考ん行動できる児童の育成～」を重点目標ヒして、こ

ビもたちが主体的に学び、自尊感情を育むなかで自己有用感をもってやり遂げる力を培うこヒを重視され

ています。そのため、学童保育所においても、こビもたちが主体的に考え、行動し自主性を育むこヒができ

る機会ヒして「こビも会議」なビを積極的に実施したいヒ考えています。

※情報交換の際は、こビもや家庭の個人情報の取扱について事前に双方で取リ決めをし適切に対応します。
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保護者との情報共有

保護者.こビもに対し円滑な支援を行うため、下記の情報を共有するように心がけます

I共有内容

ヨ5

保護者

�

学童

保育所

学童

保育所

�

保護者

情報共有方法

その他、情報共有については下記の通リ整理し状況に合わせて適切な方法で行います

2
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放課後子ビもプラン(第五小学校放課後子ビも教室)

学童保育所ヒ放課後子ビも教室ヒの連携については、全てのこビもたちが放課後の時間、平等に豊かな時

間を享受するために欠かせないヒ考えています。

一体スは速携して運営するこヒは、当該小学校のすべてのこビもたちに安全で安心な居場所における多様

な体験・交流’学びの場を確保しさらに地域の方々の参画を得て、学習活動やスボーツ’文化芸術活動、

地域住民ヒの交流活動等の取組を実施するこヒによリ、こビもたちの社会性、自主性等の豊かな人間性を

育むヒヒもに、こビもたちヒ地域のコミュニテイの充実を図る機会を創出する重要な事業ヒ考えています。

全ての児童が平等に有意義でかけがえのない放課後の時間を享受できるために、放課後子ビも教室ヒ密

に連携し放課後子ビも教室開催日には、学童保育所からこビもたちヒー緒に参加をさせていただき、一緒

に活動できる機会の創出に努めます。

放課後子ビも教室の活動に学童保育所も参加する場合、放課後子ビも教室職員ヒ連携を図リ、学童保育

所職真も活動のサボートをして、一緒に児童の支援を行います。また、必要に史じて児童の様子等について

共有させていただきたいヒ考えています。

可能であれば、放課後子ビも教室の運営委員会に学童保育所ヒしても参加をさせていただき、イベント'行

事等の企画段階から連携をヒらせていただきたいヒ考えています。

児童館(いずみ児童館・しんまち児童館)

令和7年4月からランドセル来館事業の対象学年力ぐ4年生まで引き上げられたこヒもあリ、学童保育所卒所

後の居場所の一つヒして、安心して児童館を利用できるよう、日頃から逮携を図リ、児童館イベント等にお

し、ては積極的に参加.協力をさせていただきます。

児童館ヒの連携.交流については、特に、第五小学校.第四日吉町学童保育所から近い「いずみ児童館J

「しんまち児童館Jヒの連携を想定しています。いずみ児童館については、弊社が運営している第三泉町学

童保育所においても既に速携.交流を行っているため、信頼閲係をスムーズに構築できるヒ考えています。

学童保育所に、児童館のイベント情報等のチラシやボスターを配架し児童館の情報を広報します。

保育園・幼稚園(やなぎ保育園等)

特別な配慮ゲ必要な児童が就学前に通っていた保育園.幼雅園ヒ連携しそれまでの保育の状況tこつい

て情報を共有します。

放課後等ディサービス

障がい児等で放課後等ディサービスを併用している児童にっいては、利用する放課後等ディサービス職員

ヒ速携して児童が混乱な〈過ごせるようにします。
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J. S <

*配慮を要する児童(障害のある児童等)への対た方針及び体制(職員配置, 研修体制等)が遍当であるか

I障がいのあるこビもや特に配慮を必要ヒするこビもへの対從
・障がいの有無に閲わらず全てのこビも逢に遊びの場.保育の場が保障されるこヒは当然であリ、同年代のこ

ビも達ヒー緒に過ごす経験は成長に必須のものヒ考えます。学童保育所は異年緻かつ集団での生活の場-

遊びの場であるため、周囲ヒの関わリ合いを通して、障がいのあるこビもが日常生まや対人閲係における困

難さヒの付き合い方を身につけ、少しでも過ごしやすくなる環境設定’育成に努めます。

・こビもの障がい.発達段階に史じて、生まや遊びのなかで他児ヒの関わりを支援し障がいのあるこビもヒな

いこビもが共に遊び過ごすこヒで、心の成長に資する場を創造したいヒ考えます。

配慮が必要な児童の支援方法と体制

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公閲において不開示をボめます。
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配慮が必要な児童を受け入れるにあたっての環境設定・ェ夫

障がいの有無や重さによって、それぞれ支援方法が異なりますが、それぞれの児童の特性をよ〈理解し個々に合

わせた支援を行います。主に受け入れにあたって実施する項目は以下の通りです。

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。

5



29

。ふ軍3#るを囲★ェ、ポ：1囲夕海動サンをザス禁ルマ零る要緒が#0我翁T1塞割キ※

ざ-». @

-! '・4: i?⑦

L;"-)@

i.! ・・・ »K @

-! „ 0

マ率\ルぜじq劉域るヤ域凍⑦ア旧麻輩辱達み鶴熟⑦ぜd商キa

實ス核#曹ス勘(舌⑦⑤～①⑦普1ねス我趣、びンをふア叙る班まyめ割商お實-班まスホつrつふ⑦し★ゴ

。在菜ハェ

つこにすをサスるぢねウ&與し、ケ第粧モムしぜスタ普がq否莱4暴疎ま一.キ

つダつん一、ゆだ、ススこをふ

、二けのをふ鶴熟ス曹殺革等：順まる筆ぢ域⑦しみザをふ被薪ン白

。ふ若つ濃ゆ上が募サ

スふゆモ上つ蔓由ミ專キ熟：1葉駕却、ね等普ほダ⑦一.キつダつん⑦軍夏。▲軍
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アレルギー対恣の研修等

弊社の食物アレルギー対史マニュアルをもヒに研修等で周知徹底します。また、厚生

労働省.日本アレルギー学会のアレルギーボータルサイトを活用し正しい知見ヒ最新

の情報を収集しマニュアルの更新を行います。

必修で実施します。

ェビペン所持児童については、保護者ヒアレルギーの原因物質(アレルゲン)、発症時の症状.対た方法、緊

急連絡先、処方藥の管理方法等を事前に相談.協議し緊急時使用依頼書兼同意書をご提出いただくこヒ

で緊急時に円滑な対たができるよう備えます。また、ェピペン所持児童のランドセルは児童ヒ支援員がヒリや

すい場所にするように心がけます。

実際に使用する場合は、児童が動けるようであれば静善室の簡易ベッドヘ移動(児童が動けないようであれ

ば他児童を別室や別場所へ移動)しアナフィラキシーショック対たフロー通リにゆ置します。

※本提案は弊社の知的財産を含む内容であるため、情報公開において不開示を求めます。
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収支訃算書

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

3年間

92.291,434

92.291,434

指定管理費市提示の上限額(円) 94,920.000

令和8年4月1日から 令和11年3月31日まで

科 目

1.収入の部

指定管理費
利用料収入(利用料金制の場合)

収入計
2.支出の部
人件費
給与・賃金(賞与含む)
社会保険料
有給休暇代替
手当(通勤費、退職金引当)
健康診断費等

事務費(需用費)
消耗品費
印刷製本費
通信費(携帯電話・インターネット費用等)
事務用品費
保険料(傷害保険・損害賠償保険)
披服費
郵券代
リース料(Pの
カーテンクリーニング費
ェアコンタリ ーニング費
研修費
旅費交通費
求人広告費
備品購入費(プリンター)
廃棄物処理費

管理費
光熱水費
設備保全費(機械警備、学校110番、

修繕費
フロン簡易点検、自動ドア点検費)

事業費
講師料
行事活動費
図書費
教材教具費
間食費(おやつ代)

その他
祖税公課
一般管理費

金 額 小 計

92,291,434

0

92,291,434

70,776,541

57,782,188

7,20も455

391,437

5,041.341

357,120

3,431,880
72,000

180,000

720,000

108,000

217,080

211,200

18,000

158,400

30,000

90,000

14も000

36,000

900,000

106,200

441,000

2,013,000

1,200,000

663,000

150,000

4,032,000

1,476,000

108,000

180,000

108,000

2,160,000

12,038,013
0

12,038,013

料目は、
一般管理費、

必要に応じて適宜追加
92,291,434

削除してください。
租税公課は別に算定根拠を示してください。

(単位:円)
合計

92,291,434

0

92,291,434

70,776,541

57,782,188

7,20も455

391,437

5,041,341

357,120

3,431,880
72.000

180,000

720,000

108,000

217,080

211,200

18,000

158,400

30.000

90.000

144,000

36,000

900,000

106,200

441.000

2.013,000

1,200,000

663,000

150,000

も032,000

1,476,000

108,000

180,000

108,000

2,160,000

12,038,013

12,038,013

92,291,434
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収支計算.

指定管理期間

指定管理費収入総合計額(円)

指定管理費支出総合計額(円)

3年間

92,291,434

92,291,434

指定管理費市提示の上限額(円) 94,920,000

令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで

科 目 金額小計
1.収入の部
指定管理費 30,715,030
禾Ij用料収入(利用料金制の場合) 0

収入計 30,715,030
2. 出の部

人件費 23,585,162
給与・賃金(賞与含む) 19, 255,014
社会保険料 2,400,296
有給休暇代替 130,479
手当(通勤費、退職金引当) 1,680,333
健康診断費等 119, 040

事務費(需用費) 1, 108,560
消耗品費 2も000
印刷製本費 60,000
通信費(携帯電話.インターネット費用等) 240, 000
事務用品費 36, 000
保険料(傷害保険・損害賠償保険) 72,360
披服費 70,400
郵券代 6,000
リース料(po 52, 800
カーテンクリーニング費 10,000
ェアコンクリーニング費 30, 000
研修費 48,000
旅費交通費 12, 000
求人広告費 300,000
備品購入費(プリンター) 0
廃棄物処理費 147,000

管理費 671,000
光熱水費 400,000
設備保全費(機械警備、学校110番、フロン簡易点検、自動ドア点検費) 221,000
修繕費 50,000

事業費 1,344,000
講師料 492,000
行事活動費 36,000
図書費 60,000
教材教具費 36,000
間食費(おやつ代) 720,000

その他 4, 006,308
租税公課
一般管理費 も006,308

支出計 30,715,030
・科目は、必要に応じて適宜追加・削除してくださレ、。
.一般管理費、租税公課は別に算定根拠を示してください。

i: "J
計

30,715,030
0

30,715,030

23.585.162

19,255,014

2,400,296

130,479

1,680,333

119,040

1,108,560
2も000

60,000

240,000

36,000

72,360

70,400

6,000

52,800

10,000

30,000

48.000

12.000

300,000

0

147,000

671,000

400,000

221,000

50,000

1.344,000

492,000

36,000

60,000

36,000

720,000

4.006.308

も006,308

30,715,030
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国分寺市立第四日吉町学童保育所人件費内訳書

【3年合計】
項目 単価 人数.式.日 月数.枚数 合計金額

常動職員人件費

(1)職員給与等

(2)通勤交通費
(3)有給休暇代替人件費
(4)社会保険料等

人(5)退職金引当
件非常勤̶人件費
費(1)職員報酬等
(2)通勤交通費

(3)有給休暇代替人件費
(4)社会保險料等
診断

合計

(各年度内訳)

【令和8年度】
項目 単価 人数.式.日 月数.枚数 合計金額

常勤■人件費

(1)職員給与等

(2)通勤交通費

(3)有給休暇代替人件費
(4)社会保険料等

人(5)退職金引当
件非常動̶人件費
(1)職員報酬等

(2)通勤交通費

(3)有給休暇代替人件費
(4)社会保険料等

合計

(単位：円)

備考

(単位：円)

備考

費

【令和9年度】
項目 単価 人数'式.日 月数.枚数 合計金額

常動■人件費

(1)職員給与等

(2)通勤交通費
(3)有給休暇代替人件費

(4)社会保険料等

人(5)退職金引当
件非常勘■人件費
費(1)職員報酬等
(2)通勤交通費

(3)有給休暇代替人件費

(4)社会保険料等

康診断

合計

【令和10年度】
項目 単価 人数.式.日 月数.枚数 合計金額

常勤■人件資
(1)職員給与等

(2)通勤交通費

(3)有給休暇代替人件費

(4)社会保険料等

入(5)退職金引当
件非常勤̶人件費
費(1)職員報酬等
(2)通勤交通費

(3)有給休Bぽ代替人件費
(4)社会保険料等

診断

合計

(単位:円)

備考

(単位:R)

備考

5
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常勤 非常勤 臨時雇い
その他
(派遣等）

総人数
（B)

(B)のう
ち地域雇
用の人数

（B）の
うち障害
者の人数

（B）の
うち高齢
者の人数

1 施設管理責任者 1 1 0 0 0 1 0 0

2 防火管理者 (1) (1) 0 0 0 0 0

3 副責任者 1 1 0 0 0 0 0 0

4 支援員 3 1 2 0 0 2 0 0

5 補助員 3 0 3 0 0 1 1 1

6

合計 8 3 5 0 0 4 1 1 7 4 0 2

凡例

団体等名称　株式会社明日葉

人 員 配 置 計 画 書　（ひな形）

従事職務 人数（Ａ）

（Ａ）の人数内訳 (Ａ)のうち
国分寺市民
の人数

（Ａ）のう
ち障害者の

人数

（Ａ）のう
ち高齢者の

人数

５.現在雇用状況は、管理している類似する施設の現況を記入してください。
　　ただし、現指定管理者は、当該施設の現況を記入してください。
人員配置について、特記事項があれば記入してください。

・防火管理者は施設管理責任者が兼務することを想定しているため、合計の人数は防火管理者欄に記載している人数を除いた人数となっています。
・国分寺市民の人数については、貴市地域人材の活用や緊急時における対応力強化のため、市民の採用を積極的に行います。半数程度が市民となるよう
努めます。
・障がい者の人数及び高齢者の人数については、障がいの有無や高齢者であること等を理由に不当に採用を妨げることはいたしません。面接時に応募者
の方と業務内容、業務負担、合理的な配慮を要する事項等をすり合わせた上で採用いたします。

現在雇用状況(令和7年4月1日現在)

１.｢従事職務｣は、窓口応対、設備管理、警備など主に従事する職務を記載してください。区分しないときは｢その他｣としてください。
２.障害者とは、身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳（または他県の同様のもの）所持者を言います。
３.高齢者とは、65歳以上の者を言います。
４.再委託先で雇用される者は除いてください。



件名

143.0 24.2 167.2 1

139.8 24.0 163.8 2

143.6 19.2 162.8 3

122.6

107.6

＊　総合得点とは、各選定委員の合計得点のうち、最高得点のものと最低得点のものを除いた合計得点を合算し

　　て得た数値を、選定の対象となった委員数で除した平均とする。

＊　最高設定数値とは、５点（評価点の最高値）×係数合計である。

37

185

129.5

＊　２次審査は、１次審査において７割以上の評価を得た応募者のみ実施。

指定管理者候補者選定委員会評価集計表

Ｂ者

Ｃ者

株式会社明日葉

Ａ者

Ｄ者

１次審査で決定した係数の合計

１次審査での最高設定数値

１次審査における70%以上の総合得点

国分寺市立第四日吉町学童保育所指定管理者候補者の選定（公募によ
る）

　
申請団体

１次総合得点 ２次総合得点
１次+２次

総計
順位



指定管理者の評価基準票
応募者受付番号 評価日

評価者

評価点 係数 得点 5点 4点 3点 2点 1点 0点

提案はあるが内容は
普通である

提案はあるが検討の
必要がある

提案はあるが採用で
きない

合　計　得　点

22 配慮を要する児童への対応について
配慮を要する児童（障害のある児童等）へ
の対応方針及び体制（職員配置，研修体制
等）が適当であるか。

提案があり内容も非
常に優れている

提案があり内容も優
れている

提案があり内容も非
常に優れている

提案があり内容も優
れている

提案はあるが検討の
必要がある

提案はあるが採用で
きない

対応・考え方等がマ
ニュアルとして万全
に整備されている

対応・考え方等がマ
ニュアルとして良く
整備されている

対応・考え方等がマ
ニュアルに整備され
ている

対応・考え方等が不
十分である

対応・考え方等が整
理されていない

当該施設におい
て，60%以上の雇用
について予定があ
る

市内在住者の雇用予定について

提案はあるが内容は
普通である

19

当該施設におい
て，70%以上の雇用
について予定があ
る

21
学校及び地域等との連携による児童
の育成支援への取組について

学校や地域等と連携し，子どもの成長過程
等に応じた多様な事業を展開するととも
に，保護者への支援，連携など保護者との
信頼関係を構築する提案がされているか。

地域雇用の状況
（提案に市内在住者の雇用が
多いまたは積極的提案がある）

省エネルギー，省
資源等への取り組
みがあまりない

当該施設におい
て，50%以上の雇用
について予定があ
る

当該施設におい
て，30%以上の雇用
について予定があ
る

当該施設におい
て，30%未満の雇用
について予定があ
る

20 災害時の対応
地震等災害が発生した際の対応につい
て

省エネルギー，省
資源等への取り組
みがない

18 環境への配慮
事業所における省エネルギー，省資
源，廃棄物削減，グリーン購入の推進
等への取り組み状況について

省エネルギー，省
資源等に向けた独
自の方針の整備又
は具体的な目標設
定があり，意欲的
に取り組んでいる

省エネルギー，省
資源等に意欲的に
取り組んでいる

省エネルギー，省
資源等に取り組ん
でいる

指定管理費上限額
からの削減率が
1.5%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
1.0%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.5%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.3%以上である

指定管理費上限額
からの削減率が
0.3%未満である

65歳以上の高齢者
雇用率が3.5%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が3.0%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.5%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.0%以上
である

65歳以上の高齢者
雇用率が2.0%未満
である

17 管理運営に必要な提案金額
事業計画の内容が施設の効用を最大限
に発揮できるものであり，経費の削減
が図られているか

16
高齢者の雇用状況（団体全体で
高齢者の雇用が多いまたは
積極的提案がある）

雇用割合や方針について

障害者雇用率が
2.4%以上である。

障害者雇用率が
2.2%以上である。

障害者雇用率が
2.0%以上である。

障害者雇用率が
1.8%以上である。

障害者雇用率が
1.8%未満である。

提案があり内容も
非常に優れている

提案があり内容も
優れている

提案はあるが内容
は普通である

提案はあるが検討
の必要がある

提案はあるが採用
できない

15
障害者の雇用状況（団体全体で
障害者の雇用が多いまたは
積極的提案がある）

雇用割合や方針について

14 自主事業などの提案
市が提案するほかに，自らの提案はあ
るか

管理体制は十分で
ある

管理体制は良くで
きている

管理体制はできて
いる

一部管理体制に改
善の必要がある

管理体制に改善の
必要がある

十分に実施されて
いる

よく実施されてい
る

実施されている
実施されているが
不十分である

あまりされていな
い

13 個人情報保護対策状況
個人情報の管理体制について(社員へ
の周知・書類の保管など)

12 社員等の育成状況 研修の実施は十分か，実績はどうか

接遇・苦情マニュ
アルの整備は万全
である

接遇・苦情マニュア
ルの整備が良く整っ
ている

接遇・苦情マニュ
アルの整備が整っ
ている

接遇・苦情マニュア
ルの整備の改善が必
要である

接遇・苦情マニュ
アルの整備が不十
分である

特に優れた安全性
への配慮がされて
いる

優れた安全性への
配慮がされている

安全性への配慮が
されている

安全性の配慮に欠
ける

安全性の配慮がさ
れていない

11
利用者への対応状況（接遇・苦情対
応）

マニュアルの整備や社員教育独自のマ
ニュアルはあるか。住民への平等利用
は確保できているか

10 施設管理の安全性への配慮
資格をもった職員が常駐できるか。ま
た，施設管理に専門性のある団体等か

特に優れた独創的
内容である

優れた独創的内容
である

独創的である
あまり独創的でな
い

独創的でない

意欲的であり特に
優れている

意欲的であり優れ
ている

意欲的である
あまり意欲的でな
い

意欲的でない

9 事業運営への独創性
事業提案にその団体等でしかできない
ものがあるのか。また，他にはない提
案があるか

8 受託への熱意・意欲 提案(プレゼンテーション等)の内容

特に優れた効率・
効果的内容である

優れた効率・効果
的内容である。

効率・効果的内容
である

やや効率・効果的
に欠ける

効率・効果的でな
い

運営の実績が10年
以上である

運営の実績が７年
以上である

運営の実績が５年
以上である

運営の実績が１年
以上である

運営の実績が１年
未満あるいはない

7 効率・効果的運営への取り組み状況
施設の利用を促進させる方策がとれて
いるか。事業者の創意工夫がされてい
るか

よく遵守されてい
る

遵守されている
あまり遵守されて
いない

遵守されていない

6 運営実績 同様な施設での運営実績について

透明・公平性のあ
る団体である

あまり透明・公平
性のある団体でな
い

透明・公平性のあ
る団体でない

5 団体運営における法令等の遵守状況
個人情報保護法，労働基準法等が遵守
されているか

非常に遵守されて
いる

団体を設立して１
年以上である

設立して1年未満で
ある

4 団体運営の透明性・公平性
進んで団体等の情報等を公表している
か

非常に透明・公平
性のある団体であ
る

よく透明・公平性
のある団体である

安定していない

3 団体の継続性 団体等の設立から何年経過しているか
団体を設立して10
年以上である

団体を設立して７
年以上である

団体を設立して５
年以上である

2 団体の安定性 経営状況の安定性

市の基本理念に大
変近い

市の基本理念に近
い

市の基本理念に近
いところがある

市の基本理念にあ
まりあわない

市の基本理念にあ
わない

記述のない
もの及び左
記に該当が
ないもの

特に優れて安定し
ている

優れて安定してい
る

安定している
あまり安定してい
ない

1 団体の理念・姿勢
施設の設置目的に対する理解や公共
性・平等利用への考え方

件　　　名
国分寺市立第四日吉町学童保育所 評点基準

評価項目 考え方


